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事業者団体等の活動に係る独占禁止法に関する相談事例（概要） 

（平成１８年度から平成２７年度の「独占禁止法に関する相談事例集」より抜粋） 

【会合の運営】（事業者団体における決定内容に関する事例） 

１ 事業者団体による小切手の無料推奨の決定 

［価格制限行為］（平成２７年度） 

金融機関を会員とする団体が，特殊詐欺被害の未然防止策として，多額の預金を引き出そうとす

る高齢の顧客に，現金の利用に代えて小切手の利用を無料で勧めることを決定することについて，

独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

２ 協同組合による標準価格等の決定 

［協同組合の活動に関するもの］（平成２７年度） 

建築資材の製造販売業者の協同組合が，組合員が顧客に請求する割増料金の参考となる価格を示

すことについて，独占禁止法上問題となると回答した事例 

３ 事業者団体による浄化槽の水質検査，保守点検及び清掃の標準料金表の作成 

［価格制限行為］（平成２６年度） 

浄化槽の水質検査業者，保守点検業者及び清掃業者を会員とする団体が，浄化槽の水質検査，保

守点検及び清掃の標準料金表を作成することについて，独占禁止法上問題となると回答した事例 

４ 事業者団体による宿泊料金の過度な値上げ抑制の要請 

［価格制限行為］（平成２６年度） 

宿泊業者を会員とする団体が，会員に対して，我が国で開催される国際的な大規模行事の開催期

間中に会員が設定する宿泊料金に関し，海外で開催された過去の当該行事において宿泊料金が高騰

した事例を示し，過度な値上げの抑制を要請することについて，独占禁止法上問題となるものでは

ないと回答した事例 

５ 事業者団体による中古品ユーザーへの消耗品販売の禁止 

［顧客，販路等の制限行為］（平成２６年度） 

医療機器メーカーを会員とする団体が，会員に対して，中古品の医療機器のユーザーへの消耗品

の販売を禁止することについて，独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例 

参考資料２
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【統計業務（情報活動）】 

１ 事業者団体による情報の収集及び提供 

［情報活動］（平成２７年度） 

製造設備メーカーを会員とする団体が，会員に対して，地域別の販売台数についてアンケート調

査を行い，個々の会員の情報を明示することなく，その結果を公表することについて，独占禁止法

上問題となるものではないと回答した事例 

 

２ 事業者団体による情報の収集及び提供 

［情報活動］（平成２７年度） 

役務を提供する事業者を会員とする団体が，法改正後の会員の役務提供に係る料金に関する情報

を収集し，会員ごとの料金が具体的に分かるような形で会員等に提供することについて，独占禁止

法上問題となるおそれがあると回答した事例 

 

３ 事業者団体による情報の収集及び提供 

［情報活動］（平成２７年度） 

貨物運送事業者を会員とする団体が，既に公表されている情報を収集し，会員に対しメール・マ

ガジンにより提供することについて，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

 

４ 価格に関する情報の収集及び公表 

［情報活動］（平成２３年度） 

 機械製品のメンテナンス業者を会員とする団体が，会員に対してメンテナンス費用についてアン

ケート調査を行い，その結果を会員，消費者等に公表することは，独占禁止法上問題となるもので

はないと回答した事例 

 

５ 事業者団体による標準積算資料の作成 

（平成１９年度） 

 コンクリート構造物の強度測定を行う業者等の団体が，発注者からの問い合わせ等に対応するた

め，会員事業者から費用項目ごとの単価が掲載された積算内訳書を収集し，標準積算資料を作成・

公表することは，独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例 
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【自主規制等，自主認証・認定等】

１ 事業者団体による火気器具の消耗品の使用期限の設定 

［種類，品質，規格等に関する行為］（平成２５年度） 

火気器具等メーカーを会員とする団体が，火気器具による事故を防ぐために，火気器具に用いる

消耗品の使用期限を設定し，会員に対し，消耗品の使用期限を表示するよう要請することについて，

独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

２ 事業者団体による環境への影響が懸念される製品の製造販売を停止する取決め 

[種類，品質，規格等に関する行為]（平成２４年度） 

建築資材メーカーを会員とする団体が，地球温暖化防止を目的として，温室効果を有さない新型

品の商品化に伴い，温室効果を有する化学物質を原材料とする建築資材の製造販売を停止するよう

取り決めることについて，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

３ 事業者団体による自主基準に基づく広告審査 

［営業の種類，内容，方法等に関する行為］（平成２４年度） 

食料品メーカーを会員とする団体が設定した広告に関する自主基準の実効性を確保するため，新

たに団体内に設置する広告審査機関において，会員及び非会員の広告を審査し，自主基準に反する

広告を行う事業者に対して改善要請等を行うことについて，独占禁止法上問題となるものではない

と回答した事例 

４ 事業者団体による徴収金に関する自主基準の設定 

［営業の種類，内容，方法等に関する行為］（平成２４年度） 

有料老人ホーム等の運営事業者を会員とする団体が，施設の入居者が前もって支払う入居一時金

に関して，内容が不明確なサービスの対価を徴収せず，原則として家賃とすること等を内容とする

自主基準を設定することについて，入居一時金の内容を入居者に分かりやすくする取組であり，会

員が設定する家賃を制限するものではないことなどから，独占禁止法上問題となるものではないと

回答した事例 

５ 事業者団体による適合マークを貼付した検査機器の使用の義務付け 

［自主規制等の強制］（平成２１年度） 

検査機器の販売業者，検査業者等を会員とする団体が，会員に対し，当該団体が付与する適合マ

ークを貼付した検査機器の使用を義務付けることは，独占禁止法上問題となるおそれがあると回答

した事例 
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【経営指導】 

事業者団体による会員に対する経営指導 

（平成１８年度） 

 自動車・産業用機械の部材・部品メーカーの団体が，会員に対して原価計算や見積りに係る経営

指導を行うことは，直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

 

 

【共同事業】 

１ 農業協同組合による共同購買事業の利用強制 

［協同組合の活動に関するもの］（平成２７年度） 

農業協同組合が，組合員に対し，農業用の機械購入のための補助金を支給するに当たり，機械及

び資材を協同組合の共同購買事業を通じて購入することを条件とすることについて，独占禁止法上

問題となるおそれがあると回答した事例 

 

２ 事業者団体による大規模災害時の被災地への救援物資の共同配送等 

［共同事業］（平成２４年度） 

運送事業者を会員とする団体が，自治体から要請された期間において，大規模災害発生時に支援

側の自治体から救援物資の運送業務を一括受注して会員等に割り当てることについて，独占禁止法

上問題となるものではないと回答した事例 

 

３ 事業者団体による共同物流スキームの構築 

［共同事業］（平成２２年度） 

 国際航空貨物利用運送事業者等を会員とする団体が，Ａ空港・Ｂ空港間の共同物流事業を行うこ

とは，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

 

４ 事業者団体によるＣＤ等の値引き販売 

［共同販売等］（平成２１年度） 

 ＣＤ及びＤＶＤの小売業者を会員とする団体が，不良在庫となっているＣＤ等を会員から集め，

バーゲンセールを実施することは，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

 

５ 事業者団体による共同発注システムの構築 

［共同販売等］（平成２１年度） 

 建設業者を会員とする団体が，会員向けの数量積算共同発注システムを構築することは，独占禁

止法上問題となるものではないと回答した事例 
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６ 事業者団体によるリサイクルシステムの構築 

［リサイクル］（平成２１年度） 

 防災用品のメーカーを会員とする団体が，再資源化の促進及び廃品による事故の防止のため，リ

サイクルシステムを構築することは，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

 

○ 事例の詳細及びその他の事例は公正取引委員会のウェブサイトに掲載。 

→（http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html） 
 

○ 相談の内容は，事前相談制度に基づいて公表したｚ事例を除き，相談者の秘密保持に配慮して，相談者名等を匿名

とし，また，参考となるよう具体的に分かりやすくするための修正等を行った上で取りまとめたものであり，必ずし

も実際の事案と一致するものではない。 
 
○ 相談に対する回答は，相談者の説明及び相談者から提出された資料に基づき，その限りにおいて独占禁止法上の考

え方を示したものであり，必ずしも他の事業者団体等の活動についてそのまま当てはまるものではない。 
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一連
番号

事件
番号

件　名 内　容 違反法条 措置年月日

1
27

（措）
6

東京湾水先区水先人
会に対する件

各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受
けることを制限し，水先料の調整配分を行っている。

8条4号 27.4.15

2
27

（措）
7

伊勢三河湾水先区水
先人会に対する件

各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受
けることを制限し，水先料の調整配分を行っている。

8条4号 27.4.15

3
27

（措）
4

岡山県北生コンク
リート協同組合に対
する件

　取引先が生コンを非組合員から購入した場合には当該取引先との
以後の取引条件を現金による定価販売とする旨を決定し，取引先に
対してその旨を告知することにより，取引先に非組合員から生コン
を購入しないようにさせている。

19条（一般
指定14項）

27.2.27

4
27

（措）
2

福井県経済農業協同
組合連合会に対する
件

　特定共乾施設工事について，受注予定者を指定するとともに，受
注予定者が受注できるように，入札参加者に入札すべき価格を指示
し，当該価格で入札させることによって，これらの事業者の事業活
動を支配していた。

3条前段 27.1.16

5
27

（措）
1

網走管内コンクリー
ト製品協同組合に対
する件

　特定コンクリート二次製品について，需要者ごとに契約予定者と
して組合員等のうち１社を割り当て，その販売価格に係る設計価格
からの値引き率を制限する決定をしていた。

8条1号 27.1.14

6
26

（措）
5

一般社団法人吉川松
伏医師会に対する件

会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金を決定し，会
員に周知していた。

8条1号 26.2.27

7
21

(措)
24

大分大山町農業協同
組合に対する件

　双方出荷登録者に対し，他の事業者が運営する「元氣の駅」と称
する農産物直売所に直売用農産物を出荷しないようにさせること及
びその手段として，双方出荷登録者に対し，元氣の駅に直売用農産
物を出荷した場合には自らが運営する「木の花ガルテン」と称する
農産物直売所への直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れる
ことを内容とする基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の
駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農
産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに，木の花ガルテン
の出荷登録者に対して当該基本方針を周知すること等により，木の
花ガルテンの出荷登録者に対し，元氣の駅に直売用農産物を出荷し
ないようにさせている。

19条（一般
指定13項）

21.12.10

8
21

(措)
2

㈳日本音楽著作権協
会に対する件

音楽著作物の著作権に係る著作権等管理事業を営むに当たり，放送
事業者から包括徴収の方法により徴収する放送等使用料の算定におい
て，放送等利用割合が当該放送等使用料に反映されないような方法を
採用していることにより，他の管理事業者の事業活動を排除してい
る。

3条前段 21.2.27

9
19

（措）
10

㈳滋賀県薬剤師会に
対する件

  滋賀県内において医薬品の販売事業を営む薬局開設者等のうち，
㈳滋賀県薬剤師会の正会員である管理薬剤師であって，個人で自ら
業として医薬品の販売を行う薬局開設者等に対し，新聞折り込み広
告に一般用医薬品の販売価格を表示しないようにさせている。

8条1項4号 19.6.18

事業者団体に対する法的措置一覧
（平成１８年度～）

参考資料３－１
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一連
番号

件　名 内　容 関係法条 警告年月日

1
西日本私立小学
校連合会に対す
る件

2
京都市立小学校
連合会に対する
件

3
大阪府私立小学
校連合会に対す
る件

4
兵庫県私立小学
校連合会に対す
る件

5

山形県庄内地区
に所在する農業
協同組合に対す
る件

　山形県の庄内地区に所在する５農協が，特定主食用米の販売手数料について，平成２３年１月１３
日に山形県酒田市所在の全国農業協同組合連合会の山形県本部庄内統括事務所で開催した５農協の組
合長による会合において，特定主食用米の販売手数料を平成２３年産米から定額とするとともに，そ
の算定方式及び金額については，営農担当部長級の者の間で検討することとし，それを受けて同年２
月１日に同所で開催した５農協の営農担当部長級の者による会合において，特定主食用米の販売手数
料を平成２３年産米から１俵当たり４１０円（消費税相当額を除く。）を目安として定額とすること
とし，特定主食用米の集荷分野における競争を実質的に制限していた疑い。

3条後段 26.9.11

6
志賀高原索道協
会に対する件

　志賀高原索道協会の次の①ないし③の行為が，志賀高原に所在するスキー場のリフト券の販売分野
における競争を実質的に制限している疑い。
①　遅くとも平成１５年１２月頃以降，志賀高原に所在するスキー場において特定の会員のリフトで
のみ利用できる乗車券（以下「自社券」という。）について，会員が志賀高原索道協会の承諾を得ず
に発券することを制限している。
②　発券を承諾した自社券のうち，１回券については遅くとも平成１５年１２月頃以降，学校授業券
等については遅くとも平成２０年頃以降，会員が販売する料金を決定している。
③　発券を承諾した自社券のうち，平日自社エリア券については平成２４年７月１４日以降，自社エ
リア券については平成２５年７月２５日以降，平日自社エリア券又は自社エリア券と他の商品が組み
合わされた旅行業者等が販売する企画商品としての販売のみを認め，会員が自社のリフト券売場で販
売するなど会員による平日自社エリア券又は自社エリア券のみでの販売を禁止している。

8条1号（平
成21年改正
前の8条1項
1号）

26.2.19

7
紀州田辺梅干協
同組合に対する
件

8
紀州みなべ梅干
協同組合に対す
る件

9
鹿児島県コンク
リート製品協同
組合に対する件

　平成21年8月頃以降，鹿児島県本土地区において，土木工事業者等に道路用コンクリート製品を販売
するに当たり，鹿児島県コンクリート製品協同組合に加入していない道路用コンクリート製品の製造
業者（以下「員外社」という。）を共同販売事業に参加させ道路用コンクリート製品の販売価格の低
落防止を図るため，受注活動が員外社と競合した土木工事業者等に限り，鹿児島県コンクリート製品
協同組合の販売価格をその供給に要する費用を著しく下回る価格等に引き下げることにより，員外社
の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせている疑い。

19条（2条9
項2号）

24.3.27

10
事業協同組合群
馬県ＧＢＸ工業
会に対する件

　遅くとも平成１８年９月ころ以降，群馬県型暗渠側溝（以下「ＧＢＸ側溝」という。）の販売価格
の低落防止を図るため，以下の①及び②により，群馬県下の暗渠側溝の販売分野における競争を実質
的に制限している疑いのある行為を行っている。
①　事業協同組合群馬県ＧＢＸ工業会（以下「ＧＢＸ工業会」という。）が管理するＧＢＸ側溝に係
る知的財産権の実施権の許諾についてＧＢＸ工業会の組合員であることを条件とした上で，当該実施
権の許諾の範囲をＧＢＸ工業会を介した取引に限定し，製造されるＧＢＸ側溝の全量がＧＢＸ工業会
を通じて販売されるようにすること
②　ＧＢＸ工業会の組合員等の間においてＧＢＸ工業会からＧＢＸ側溝を購入して建設業者等に販売
すべき者を決定させ，また，ＧＢＸ工業会の組合員等が販売するＧＢＸ側溝の建設業者等向け販売価
格の目安となる価格を決定すること

8条1号（平
成21年改正
前の8条1項
1号）

23.1.19

11
ＪＡ新はこだて
花卉生産出荷組
合に対する件

　平成15年1月ころ以降，ＪＡ新はこだて花卉生産出荷組合（以下「花卉組合」という。）の組合員が
生産する花きについて，そのすべてを新函館農業協同組合（以下「新函館農協」という。）に出荷す
ること等を内容とする規約を定めるとともに，これに反して新函館農協以外の者に出荷した花卉組合
の組合員を議決権のない準組合員に降格させるなどして，花卉組合の組合員に対し，そのすべてを新
函館農協に出荷するようにさせることにより，花卉組合の組合員の事業活動を不当に制限している疑
いのある行為を行っている。

8条4号（平
成21年改正
前の8条1項
4号）

22.7.14

　遅くとも平成20年以降，毎年7月頃に，その年に生産される特定白干梅について両組合の組合員が農
家から購入すべき価格を決定することにより，特定白干梅の購入分野における競争を実質的に制限し
ていた疑い。

8条1号（平
成21年改正
前の8条1項
1号）

24.6.14

事業者団体に対する警告一覧
（平成１８年度～）

　西日本私立小学校連合会（以下「西私小連」という。），京都私立小学校連合会（以下「京私小
連」という。），大阪府私立小学校連合会（以下「大私小連」という。）及び兵庫県私立小学校連合
会（以下「兵私小連」という。）の４団体の次の①及び②の行為のうち，西私小連によるものが，京
都府，大阪府，兵庫県及び奈良県における私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競
争を実質的に制限していた疑い，また，京私小連，大私小連及び兵私小連によるものが，それぞれ，
自らが所在する府県における私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競争を実質的に
制限していた疑い。
①４団体は，自らに加盟する私立小学校（以下「加盟校」という。）の経営の安定化を図るなどのた
め，それぞれ，次の行為を行っていた。
ⅰ西私小連は，平成２４年５月２５日に開催した総会において，同一府県又は近隣府県の加盟校間に
おける児童の転出入については原則として認めないことを決定し，以後，加盟校にこれを周知してい
た。
ⅱ　京私小連は，遅くとも平成１８年頃以降，加盟校間における児童の転出入については原則として
認めないことを申し合わせていた。
ⅲ　大私小連は，平成２２年２月１２日に開催した総会において，加盟校間における児童の転出入に
ついては原則として認めないことを決定し，以後，加盟校にこれを周知していた。
ⅳ　兵私小連は，平成２２年５月１０日に開催した理事会において，加盟校間における児童の転出入
については原則として認めないことを決定し，以後，加盟校にこれを周知していた。
②　４団体は，平成２５年３月２６日，翌年４月に京都府向日市において洛南高等学校附属小学校の
新設を予定していた学校法人真言宗洛南学園を訪問し，当該学校法人に対し，当該小学校の新２年生
９０名及び新３年生９０名の転入学試験の実施に際して，それぞれ，次の行為を行っていた。
ⅰ　西私小連は，京都府及びその近隣府県の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望
した。
ⅱ　京私小連は，京都府の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
ⅲ　大私小連は，大阪府の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
ⅳ　兵私小連は，兵庫県の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
これらの要望の結果，学校法人真言宗洛南学園は，京都府の私立小学校に在籍している児童は受験を
遠慮するよう洛南高等学校附属小学校の転入学試験に係る募集要項に記載した。

8条1号 27.6.30

参考資料３－２
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一連
番号

件　名 内　容 関係法条 警告年月日

12
岐阜県私立中学
高等学校協会に
対する件

　岐阜県私立中学高等学校協会に加盟する私立高等学校の入学検定料について協会の設定した金額以
上の金額とすること，入学金等の入学時の学納金について協会の設定した金額に準じた金額とするこ
と及び授業料等の月額の学納金について前年度の金額より引き下げようとする場合にはあらかじめ周
辺の私立高等学校の了解を得ることを申し合わせていた疑い。

8条1項1号 19.11.30

13

愛媛県ハイ
ヤー・タクシー
協会松山支部に
対する件

 松山支部の会員以外の旧松山市においてタクシー事業を営む者に対し，松山支部が管理運営するタク
シー乗り場への乗り入れを禁止するとともに，松山共同集金が同社発行の共同乗車券の取引を拒絶し
ている状況において，
①　平成17年3月1日に開催した理事会において，旧松山市においてタクシー事業を開始した法人事業
者から同支部へ入会の申出があった場合，営業開始から約１年間は入会を認めないこと
②　平成18年3月16日に開催した理事会において，旧松山市においてタクシー事業を開始した個人事業
者については，同支部の会員としての取扱いを認めないこと
を決定することにより，同支部が会員の地区としている旧松山市のタクシー業の事業分野における事
業者の数を制限している
　松山支部が管理運営するタクシー乗り場のうち，伊予鉄道松山市駅前及び松山赤十字病院内のタク
シー乗り場において，乗り入れ上限台数を各会員の保有車両数に一定率を乗じた車両数とし，2年ごと
に割り当てることとしているところ
①　平成18年3月16日に開催した理事会において，今後，新規に各乗り場への乗り入れを希望する会員
に対する乗り入れ上限台数を次回の割当てまでの間，保有車両数にかかわらず，1台のみとすること
②　平成18年5月22日に開催した理事会において，各会員の乗り入れ上限台数について，既存の会員は
平成14年1月末日時点の保有車両数を基に算定することとし，それ以降の増車を考慮しないこと，ま
た，平成14年2月ころ以降に同支部に入会した会員は入会時における保有車両数を基に算定することと
し，それ以降の増車を考慮しないこと
を決定することにより，同支部の会員の事業活動を不当に制限している疑い。

8条1項3号 19.6.28

14
㈳埼玉県獣医師
会に対する件

　平成１８年度以降に埼玉県の区域内の市町村が委託する集合狂犬病予防注射について，専ら自らが
同市町村と契約を締結して実施するため
①　平成１７年９月３０日に開催した理事会において，専ら自らが埼玉県の区域内の市町村と契約を
締結して実施していく旨の決議を行い，決議に従わない会員に対し埼玉県獣医師会から除名すること
となる旨を通知すること等により，会員が独自に同市町村と契約を締結することを不当に制限してい
た
②　狂犬病予防注射で使用するワクチンの販売業者及び資材の販売業者に対し，独自に契約を締結し
て集合狂犬病予防注射を実施しようとする会員と取引しないよう要請することにより，不当に，これ
らの販売業者に，会員に対する当該ワクチン及び資材の取引を拒絶させるようにしていた
疑い。

8条1項4
号,5号 18.9.29

15
士幌町農業協同
組合に対する件

①　組合員が生産資材等を購入するための「畜産事業勘定（肉牛）」及び「営農貸付金」と称する短
期貸付金について，士幌町農業協同組合（以下「ＪＡ士幌町」という。）から生産資材を購入する場
合に限り，組合員に当該短期貸付金の融資を行うものとすること
②　肉用牛生産業を営む組合員に対する土地，牛舎等の生産設備の賃貸借等の契約において，当該組
合員がＪＡ士幌町以外の者から生産資材を購入し，ＪＡ士幌町以外の者を通じて肉用牛を販売した場
合には，無条件で当該賃貸借等の契約を解除することができるものとすること
としており，組合員の事業活動を不当に拘束する条件を付けて，当該組合員と取引している疑い。

19条(一般
指定13項)

18.7.21

16
京都農業協同組
合に対する件

　米の生産及び出荷に係る共同利用施設である育苗センター，ライスセンター及びカントリーエレ
ベーターの３施設（以下「３施設」という。）について，遅くとも平成１３年以降（カントリーエレ
ベーターについては，平成１５年以降）
①　京都農業協同組合（以下「ＪＡ京都」という。）から生産資材を購入しない場合には各施設の利
用を断ることがある旨を３施設それぞれの利用案内文書に記載して，組合員に対して周知することに
より，当該組合員にＪＡ京都から生産資材を購入するようにさせていた
②　ＪＡ京都を通じて米を出荷しない場合には各施設の利用を断ることがある旨を３施設それぞれの
利用案内文書に記載して，組合員に対して周知することにより，当該組合員にＪＡ京都を通じて米を
出荷するようにさせていた
疑い。

19条(一般
指定13項)

18.7.14

17
㈳全国クレーン
建設業協会茨城
支部に対する件

　支部会員の移動式クレーンを使用する作業に係る料金を引き上げることを決定し，支部会員をして
これを実施させていた疑い。

8条1項1号 18.7.7

18
愛知県クレーン
協同組合に対す
る件

　組合員の移動式クレーンを使用する作業に係る料金を決定し，組合員をしてこれを実施させていた
疑い。

8条1項1号 18.7.7

19
小松空港構内タ
クシー営業会に
対する件

  平成１７年１１月１６日付けで「小松空港構内タクシー営業会規約」と称する内部規程を改定し，
小松空港構内へのタクシーの新規乗り入れを希望し，同会への入会を申し出た事業者に対し，同規程
において，「申し込み日より２年間を待機期間とする」旨を定めることにより，小松空港構内のタク
シー業の事業分野における事業者の数を制限していた疑い。

8条1項3号 18.7.4

20

小松地区タク
シー協会小松駅
構内会に対する
件

  平成１７年１１月１６日付けで「小松地区タクシー協会小松駅構内会規約」と称する内部規程を制
定し，小松駅構内へのタクシーの新規乗り入れを希望し，同会への入会を申し出た事業者に対し，同
規程において，「申し込み日より２年間を待機期間とする」旨を定めることにより，小松駅構内のタ
クシー業の事業分野における事業者の数を制限していた疑い。

8条1項3号 18.7.4
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一連
番号

件　名 行為の内容 要請等の内容 違反法条 措置年月日

伊勢三河湾水先区水
先人会に対する件
（排除措置命令）

各会員が自らの判断により水先の利用
者と契約して水先を引き受けることを制
限し，水先料の調整配分を行っている。

8条4号

東京湾水先区水先人
会に対する件
（排除措置命令）

各会員が自らの判断により水先の利用
者と契約して水先を引き受けることを制
限し，水先料の調整配分を行っている。

8条4号

2

農業協同組合等が発
注する穀物の乾燥・
調製・貯蔵施設及び
精米施設の製造請負
工事等の施工業者に
対する件
（排除措置命令）

　特定農業施設工事について，受注予定
者を決定し，受注予定者が受注できるよ
うにしていた。

　農業協同組合等が発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負
工事等の受注調整事件において，全国農業協同組合連合会の県本部の担当者が，特
定の施工業者に対して受注者についての意向を示す等の行為を行い，また，補助金
等の助成対象について，原則，競争入札等を実施しなければならないにもかかわら
ず，競争入札等を実施したかのように体裁を整えるための行為を行っていたことか
ら，同連合会に対し，同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ず
ることを申し入れた。

3条後段 27.3.26

3

北海道に所在する農
業協同組合等が発注
する低温空調設備工
事の工事業者に対す
る件
（排除措置命令）

　農協等発注の特定低温空調設備工事に
ついて，受注予定者を決定し，受注予定
者が受注できるようにしていた。

　北海道に所在する農業協同組合等が発注する低温空調設備工事の受注調整事件に
おいて，ホクレン農業協同組合連合会の担当者が，特定の工事業者に対して受注予
定者についての意向を示す等の行為を行っていたことから，同連合会に対し，同様
の行為が再び行われることがないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。

3条後段 27.1.20

4

福井県経済農業協同
組合連合会に対する
件
（排除措置命令）

　特定共乾施設工事について，受注予定
者を指定するとともに，受注予定者が受
注できるように，入札参加者に入札すべ
き価格を指示し，当該価格で入札させる
ことによって，これらの事業者の事業活
動を支配していた。

　福井県経済農業協同組合連合会による私的独占事件において，福井市農業協同組
合が，福井県実施の補助事業等により発注した工事の一部について，原則，指名競
争入札により契約しなければならないにもかかわらず，入札等の方法によらずに既
設業者に発注し，適正な入札を実施したかのように体裁を整えていたことから，同
組合に対し，同様の行為を再び行わないよう申し入れた。また，福井県所在の農協
が，同県実施の補助事業により発注した食味分析計の調達に係る入札について，原
則，指名競争入札により契約しなければならないにもかかわらず，入札等の方法に
よらずに福井県経済農業協同組合連合会に発注し，適正な入札を実施したかのよう
に体裁を整えていたところ，同連合会が，この行為に関与していたことから，同連
合会に対し，同様の行為を再び行わないよう申し入れた。

3条前段 27.1.16

5

山形県庄内地区に所
在する農業協同組合
に対する件
（警告）

　山形県の庄内地区に所在する５農協が，
特定主食用米の販売手数料について，（中
略）特定主食用米の販売手数料を平成２３
年産米から定額とするとともに，その算定
方式及び金額については，(中略）特定主
食用米の販売手数料を平成２３年産米から
１俵当たり４１０円（消費税相当額を除
く。）を目安として定額とすることとし，
特定主食用米の集荷分野における競争を実
質的に制限していた疑い。

　山形県庄内地区に所在する農業協同組合による価格カルテル事件（警告事件）にお
いて，山形県農業協同組合中央会の求めを受けてカルテルの疑いのある行為が行われ
たことから，同中央会に対し，会員による独占禁止法違反行為を誘発しないよう，指
導等を行うに際しては，その趣旨・内容を明確にして行うよう要請した。また，全国
農業協同組合連合会の山形県本部庄内統括事務所において，カルテルの疑いのある行
為に係る会合が開催され，同事務所の職員が出席するなどしていたことから，同本部
に対し，独占禁止法の周知徹底のための措置を講ずるよう要請した。

3条後段 26.9.11

6

東日本地区に交渉担
当部署を有する大口
需要者向け段ボール
ケースの製造業者に
対する件
（排除措置命令）

　特定ユーザー向け段ボールケースの販
売価格又は加工賃を引き上げる旨を合意
していた。

　東日本地区に交渉担当部署を有する需要者向け段ボールシート又は段ボールケー
スの製造業者による価格カルテル事件において，東日本段ボール工業組合の会合の
場を利用して販売価格に係る合意及び情報交換が行われ，会合に出席していた事務
局は，価格に関する情報交換を取りやめさせるための措置を何ら講じなかったこと
を踏まえ，同組合に対し，同様の行為が行われないよう，再発防止のための措置を
講じるよう申し入れた。

3条後段 26.6.19

7
異性化糖の製造業者
らに対する件
（排除措置命令）

特定異性化糖の販売価格を引き上げる
旨を合意していた。

異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の製造業者らによる価格カルテル事件において，
異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の販売価格に係る事業者間の合意及び情報交換が日
本スターチ・糖化工業会の会合の場を利用して行われており，同工業会の専務理事
は，当該会合の場において，異性化糖等の販売価格に関する情報交換が行われてい
たことを認識していたにもかかわらず，これを取りやめさせるための措置を何ら講
じなかったことから，日本スターチ・糖化工業会に対し，今後，同会合の場で同様
の行為が行われないよう，再発防止のための措置を講じるよう要請した。

3条後段 25.6.13

8
ＬＰガス容器の製造
業者らに対する件
(排除措置命令）

　鋼材等の購入価格の変動に対応して特
定ＬＰガス容器の需要者向け販売価格の
改定を行う旨を合意していた。

　６社が，工業会の業務委員会等の会合の場を利用して，左記の合意，当該合意に
基づき特定ＬＰガス容器の需要者向け販売価格の改定を行うための実施方針の決定
等をしていた事実及び業務委員会の会合の場に出席した工業会の専務理事が，会合
の場で決定された当該販売価格の改定内容を工業会の理事会に報告していた事実が
認められたため，公正取引委員会は，工業会に対し，今後，工業会の会合の場で，
左記の合意等と同様の行為が行われないよう，再発防止のための措置を講じるよう
要請した。

3条後段 23.6.24

9

ＪＡ新はこだて花卉
生産出荷組合に対す
る件
（警告）

　平成15年1月ころ以降，ＪＡ新はこだて
花卉生産出荷組合（以下「花卉組合」とい
う。）の組合員が生産する花きについて，
そのすべてを新函館農業協同組合（以下
「新函館農協」という。）に出荷すること
等を内容とする規約を定めるとともに，こ
れに反して新函館農協以外の者に出荷した
花卉組合の組合員を議決権のない準組合員
に降格させるなどして，花卉組合の組合員
に対し，そのすべてを新函館農協に出荷す
るようにさせることにより，花卉組合の組
合員の事業活動を不当に制限している疑い
のある行為を行っている。

　新函館農協は花卉組合の事務局を務めているところ，新函館農協の職員が，左記の
規約の制定等に係る事務に携わるとともに，左記の行為について検討するために開催
された花卉組合の総会，役員会等に出席していた事実が認められた。このため，公正
取引委員会は，新函館農協に対し，花卉組合及び花卉組合以外の新函館農協の組合員
で構成される事業者団体が，今後，左記と同様の行為を行うことのないよう，新函館
農協の職員に対し独占禁止法の研修を行うなど再発防止のための措置を講ずるととも
に，これら事業者団体に対し同様の行為を行わないための指導を着実に実施すること
を要請した。

8条4号（平成
21年改正前の
8条1項4号）

22.7.14

事業者団体に対する要請等一覧
（平成１８年度～）

　東京湾水先区水先人会及び伊勢三河湾水先区水先人会による構成事業者の機能又
は活動の不当な制限事件において，日本水先人会連合会が，水先の引受けに関する
事務要領の雛形に水先の利用者からの指名の制限につながる受付条件を規定し，水
先人会に示した行為は，東京湾水先区水先人会及び伊勢三河湾水先区水先人会の違
反行為の一部の行為を誘発したものと認められることから，同連合会に対し，雛形
を見直すとともに，今後，水先人会が違反行為と同様の行為を行うことのないよう
に，全国の水先人会に対する指導方要請した。
　さらに，全国の水先人会を所管する国土交通省に対し，今後，水先人会が違反行
為と同様の行為を行うことのないように，全国の水先人会を指導するよう要請を
行った。

1 27.4.15

参考資料３－３
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一連

番号

件　名 行為の内容 要請等の内容 違反法条 措置年月日

10

国際航空貨物利用運

送事業者に対する件

（排除措置命令）

国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料

金について，荷主向け燃油サーチャージ，

一定額以上のＡＭＳチャージ，一定額以上

のセキュリティーチャージ及び一定額以上

の爆発物検査料を荷主に対し新たに請求す

る旨を合意していた。

１４社が，協会の国際部会役員会の会合の場を利用して，左記の合意，当該合意の

実効を確保するための荷主向け燃油サーチャージ，ＡＭＳチャージ及びセキュリ

ティーチャージの収受状況の発表等をしていた事実及び同会合に協会の理事長等が出

席していた事実が認められたため，当委員会は，協会に対して，今後，協会の会合の

場で，左記と同様の行為が行われないよう，再発防止のための措置を講じるよう要請

した。

3条後段 21.3.18

11

財団法人結核予防会

発注の医療用エック

ス線装置の入札参加

業者に対する件

（排除措置命令）

　結核予防会が指名競争入札の方法によ

り発注する特定の医療用エックス線装置

に係る検診車について，共同して，受注

予定者を決定し，受注予定者が受注でき

るようにしていた。

　結核予防会は，毎年度，同会発注の特定検診車のうち，当該年度において発注を

予定するものについて，その入札前に，３社の中から選定した落札を予定する者，

当該落札を予定する者からの購入予定価格等を記載した一覧表を作成して３社に配

布していたところ，この行為は，特定の者を競争入札に係る契約の相手方となるべ

き者として希望する旨の意向をあらかじめ教示するものであって，左記の違反行為

を誘発し，助長させたものであると認められたことから，公正取引委員会は，公正

かつ自由な競争を確保するため，同会に対し，今後，競争入札において，同様の行

為を行わないよう適切な措置を講じることを要請した。

3条後段 20.3.31

12

岐阜県私立中学高等

学校協会に対する件

（警告）

　岐阜県私立中学高等学校協会に加盟する

私立高等学校の入学検定料について協会の

設定した金額以上の金額とすること，入学

金等の入学時の学納金について協会の設定

した金額に準じた金額とすること及び授業

料等の月額の学納金について前年度の金額

より引き下げようとする場合にはあらかじ

め周辺の私立高等学校の了解を得ることを

申し合わせていた疑い。

　日本私立中学高等学校連合会に対し，今後，日本私立中学高等学校連合会の加盟団

体が左記と同様の行為を行うことのないように，加盟団体に本件警告の趣旨を徹底す

るよう要請した。

8条1項1号 19.11.30

13

㈳全国クレーン建設

業協会茨城支部に対

する件

（警告）

　支部会員の移動式クレーンを使用する作

業に係る料金を引き上げることを決定し，

支部会員をしてこれを実施させていた疑

い。

社団法人全国クレーン建設業協会に対し，今後，傘下支部又は会員が左記と同様の行

為を行うことのないように，傘下支部及び会員を指導するよう要請した。

8条1項1号 18.7.7

塩ビ床シート汎用品

の製造販売業者に対

する件

（排除措置命令）

沖縄県の区域を除く全国における塩ビ

床シート汎用品の１ダブルメーター当た

りの下代について最低販売価格を平成１

６年１２月２１日以降に新規に引合いが

あった場合，２．０ミリメートル厚のも

のについて１３００円，２．５ミリメー

トル厚のものについて１４００円とそれ

ぞれ設定すること等（中略）を合意して

いた。

3条後段

2.8ミリ厚複合塩ビ

床シートの製造販売

業者に対する件

（排除措置命令）

沖縄県の区域を除く全国における２．

８ミリ厚複合塩ビ床シートの１ダブル

メーター当たりの下代について最低販売

価格を平成１７年４月１日以降に新規に

引合いがあった場合には，２２００円と

設定すること等を合意していた。

3条後段

汎用タイルカーペッ

トの製造販売業者に

対する件

（排除措置命令）

汎用タイルカーペットの１枚当たりの

下代について最低販売価格を平成１７年

４月１日以降に新規に引合いがあった場

合，取引先卸売業者を通じて販売するも

のについては２６０円と，直接内装工事

業者に販売するものについては２７０円

と設定すること等を合意していた。

3条後段

18.5.26

　３社の国内営業責任者が，工業会の事業運営委員会に係る会合の休憩時におい

て，塩化ビニル床シートの市況に関する情報交換等を行っていた事実が認められた

ため，当委員会は，工業会に対して，事業運営委員会等の場において販売価格の改

定についての情報交換が行われることがないように留意するよう要請した。

14

38



1 

ア
ン

ケ
ー
ト

調
査

票
 

貴
団
体

の
概

要
 

１
 
貴
団

体
の
団
体
名
等
 

団
体

名
 

回
答

用
紙

に
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
回

答
者

名
 

（
役

職
）
 

回
答

用
紙

に
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 

事
務

局
所

在
地

 
回

答
用

紙
に

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

連
絡

先
担

当
者

名
及

び
連

絡
先

電
話
番
号
 

回
答

用
紙

に
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 

※
 

貴
団

体
の
団
体
名
等

に
つ

い
て
は
，
無

回
答
で
も
構
い
ま

せ
ん
。
 

２
 

貴
団

体
の
概
要
等
 

ア
 
貴

団
体
の
役
員
の

数
（

う
ち
常
勤
役

員
数
）
を
回
答
し

て
く
だ
さ
い
。
 

役
員

数
 

う
ち
常
勤
役
員

数
 

回
答
用
紙
に
入

力
し
て

く
だ

さ
い
。
 

回
答

用
紙
に
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
 
貴
団
体
の
事
務

局
員
の
数
を

回
答

し
て
く
だ
さ
い

。
 

事
務
局
員
数
 

回
答
用
紙
に
入

力
し
て

く
だ

さ
い
。
 

ウ
 
貴
団
体
の
構

成
事
業
者

（
貴
団
体
の
構
成
者
で
あ
る

事
業
者

（
注

）
を

い
い

ま
す
。
以

下
同

じ
。
）
の
数

を
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。
 

（
注
）
事
業
者
と
は
，
商
業

，
工
業
，
金
融
業
そ
の
他
の
事
業
（
公
益
事
業
を
含
む
。）

を
行
う
者
を
い
い
，
法
人
の
み
な
ら
ず
個
人
事
業
者

も
含
み
ま
す
。
ま
た
，
法
人
の
場
合
に
は
法
人
形
態
を
問
わ
ず
，
非
営
利
法
人
も
含
み
ま
す
。
 

構
成

事
業

者
の
数
 

回
答
用
紙
に
入

力
し
て

く
だ

さ
い
。

回
答
に

当
た

っ
て

の
留
意

事
項

 

１
 

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
票
の

回
答

項
目

は
，
同

封
さ
れ

て
い

る
「
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

票
の

回
答

項
目

の
確
認
（

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー
ト

）
」

に
て

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
票
へ

の
回

答
は

，
同

封
さ
れ

て
い

る
Ｃ

Ｄ
－

Ｒ
内

の
ア

ン
ケ

ー
ト

回
答

用
紙
（

エ
ク
セ

ル
フ

ァ
イ

ル
）
に

入
力

し
て

行
っ
て

く
だ

さ
い

（
詳

細
は
，
同
封

さ
れ

て
い

る
「

回
答
作

成
方

法
等

」
を

参
照

し
て

く

だ
さ

い
。
）。

 

３
 

平
成

２
８

年
４

月
末
日

時
点

の
状

況
を

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

４
 

回
答

に
際

し
て

参
考
と

な
る

資
料
（

貴
団

体
の
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
・
マ

ニ
ュ

ア
ル

や
研

修
資

料
等

）
が
あ

れ

ば
，

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。
 

2 

エ
 
貴
団
体
の
構
成
事
業
者
の
数

に
つ

い
て
，
資
本
金

等
の

額
別
に

回
答

し
て
く
だ
さ
い

。
 

1
00
0
万
円
以

下
 

1
0
00

万
円
超
 

50
0
0
万
円
以
下
 

5
00
0
万

円
超
 

1
億

円
以
下
 

1
億

円
超
 

3
億

円
以
下
 

回
答
用
紙
に
入
力
し
て

く
だ
さ

い
。
 

回
答

用
紙
に
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
 

回
答
用

紙
に
入

力
し

て
く
だ

さ
い
。
 

回
答
用
紙
に
入
力
し
て

く
だ
さ

い
。
 

3
億
円
超
 

10
億
円
以
下
 

1
0
億
円

超
 

5
0
億
円

以
下
 

50
億
円
超
 

1
0
0
億
円
以
下
 

1
00

億
円
超
 

回
答
用
紙
に
入
力
し
て

く
だ
さ

い
。
 

回
答

用
紙
に
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
 

回
答
用

紙
に
入

力
し

て
く
だ

さ
い
。
 

回
答
用
紙
に
入
力
し
て

く
だ
さ

い
。
 

オ
 
貴
団
体
の
構
成
事

業
者
の
主
た
る
事
業

（
注

）
に
つ

い
て
，

次
表

の
「
日
本

標
準

産
業

分
類
」
（

平
成

２
６
年

４
月
１
日

施
行

）
に
従
っ
て
，
該
当

す
る
ア
ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト
を
回
答
し

て
く
だ
さ
い

。
 

（
注
）「

貴
団
体
の
構
成
事
業
者
の
主
た
る
事
業
」
と
は
，
例
え
ば
，
貴
団
体
の
構
成
事
業
者
に
，
正
会
員
と
し
て
○
○
の
製
造
業
者
，
賛
助

会
員
と
し
て
○
○
の
卸
売
業
者
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
，「

○
○
製
造
業
」
と
な
り
ま
す
。
以
下
同
じ
。

Ａ
 

農
業

，
林

業
 

Ｈ
 

運
輸

業
，

郵
便

業
 

Ｏ
 

教
育

，
学

習
支

援
業

 

Ｂ
 

漁
業
 

Ｉ
 

卸
売

業
，

小
売

業
 

Ｐ
 

医
療

，
福

祉
 

Ｃ
 

鉱
業

，
砕

石
業

，
砂

利
採

取
業

 
J
 

金
融

業
，

保
険

業
 

Ｑ
 

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

 

Ｄ
 

建
設

業
 

Ｋ
 

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

 
Ｒ

 
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

 

Ｅ
 

製
造

業
 

Ｌ
 

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ

ス
業

 

Ｓ
 

公
務

（
他

に
分

類
さ

れ
る

も
の

を

除
く

）
 

Ｆ
 

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業
 

Ｍ
 

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
 

Ｔ
 

分
類

不
能

の
産

業
 

Ｇ
 

情
報

通
信

業
 

Ｎ
 

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

カ
 

貴
団

体
の

構
成

事
業
者

の
主

た
る

事
業

に
関

し
，

業
界
全

体
の

事
業

者
数

に
占

め
る

貴
団
体

の
構

成
事

業
者
の

数
の

割
合

に
つ
い
て
，
次
表
の

分
類
に
従
っ

て
，

該
当
す
る
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

を
回

答
し
て
く
だ

さ
い
。
 

Ａ
 
１
０
０
％
 

Ｂ
 
１
０
０
％

未
満
 

９
５

％
以
上
 

Ｃ
 

９
５

％
未
満
 

９
０

％
以
上
 

Ｄ
 

９
０

％
未
満
 

７
５

％
以
上
 

Ｅ
 
７
５

％
未

満
 

５
０

％
以

上
 

Ｆ
 

５
０
％
未
満
 

Ｇ
 
不
明
 

キ
 

貴
団

体
の

構
成

事
業
者

の
主

た
る

事
業

に
関

し
，

業
界
全

体
の

売
上

高
等

に
占

め
る

貴
団
体

の
構

成
事

業
者
の

売
上

額
等

の
割
合
に
つ
い
て
，

次
表
の
分
類

に
従

っ
て
，
該
当
す

る
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ

ト
を
回
答
し

て
く
だ
さ
い
。
 

Ａ
 
１
０
０
％
 

Ｂ
 
１
０
０
％

未
満
 

９
５

％
以
上
 

Ｃ
 

９
５

％
未
満
 

９
０

％
以
上
 

Ｄ
 

９
０

％
未
満
 

７
５

％
以
上
 

Ｅ
 
７
５

％
未

満
 

５
０

％
以

上
 

Ｆ
 

５
０
％
未
満
 

Ｇ
 
不
明
 

参考資料４
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3 
 

ク
 
貴
団
体
の
構
成

事
業
者
と
な

る
た

め
の
要
件
に
つ

い
て

，
以
下

の
選

択
肢
か
ら
お
選

び
く
だ
さ
い

。（
複
数
選
択
可
）
 

 
 
①
 
団
体
の
趣

旨
に
賛
同
す

る
も

の
で
あ
る
こ
と

が
必

要
 

 
 
②
 
構
成
事
業

者
の
推
薦
が

必
要
 

 
 
③
 
他
の
構
成

事
業
者
の
一

定
数

又
は
全
て
の
者

の
同

意
が
必

要
 

④
 
社
会

的
信

用
が
必
要
 

 
 
⑤
 
行
政
庁
の

許
認
可
，
免

許
又

は
行
政
庁
へ
の

登
録

，
届
出

が
必

要
 

 
 
⑥
 
国
内
で
の

営
業
経
験
，

国
内

で
の
製
造
設
備

が
必

要
 

 
 
⑦
 
日
本
法
人

で
あ
る
こ
と

が
必

要
 

 
 
⑧
 
一
定
の
事

業
経
験
が
必

要
 

 
 
⑨
 
一
定
の
事

業
規
模
が
必

要
 

 
 
⑩
 
特
に
な
し
 

 
 
⑪
 
そ
の
他
（

具
体
的
に
記

載
し

て
く
だ
さ
い
。
）
 

 団
体
役

職
員

向
け
独

占
禁

止
法

コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

関
す

る
取
組

 

 問
１

 
独

占
禁
止
法
コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン
ス
の

取
組
全
般
 

貴
団
体
は

，
独

占
禁
止
法
に
関
す

る
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
（
以

下
「

独
占
禁
止
法
コ

ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス

」
と
い
う
。）

に
つ

い
て
，
何
ら
か
の
取

組
を
行
っ
て

い
ま

す
か
。
一
つ
だ

け
お
選
び
く

だ
さ

い
。
 

①
 
行
っ

て
い

る
。〔

→
問
１
－
２

へ
〕
 

②
 
行
っ

て
い

な
い
。〔

→
問
１

－
３
へ
〕
 

 問
１
－
２
 

問
１
で

選
択

肢
①
を

選
択

し
た

方
に

お
伺

い
し
ま

す
。

貴
団

体
が

取
組

を
行

っ
た
契

機
に

つ
い

て
，

以
下

の
選
択

肢

か
ら

お
選

び
く
だ
さ
い
。
（
複
数

選
択
可

）
 

①
 
構
成

事
業

者
か
ら
要
望
が
あ

っ
た
た
め

 

②
 
団
体

役
職

員
か
ら
提
案
が
あ

っ
た
た
め

 

③
 
独
占

禁
止

法
違
反
で
行
政
処

分
等
を
受
け
た

た
め

（
構
成

事
業

者
が
受
け
た
場

合
も

含
む
。
）

 

④
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
１
－
３
 

問
１
で

選
択

肢
②
を

選
択

し
た

方
に

お
伺

い
し
ま

す
。

貴
団

体
が

取
組

を
行

っ
て
い

な
い

理
由

に
つ

い
て

，
以
下

の

選
択

肢
か

ら
お
選
び
く
だ

さ
い

。
（
複

数
選
択
可
）

 

①
 
問
題

が
発

生
し
て
い
な
い
た

め
 

②
 
必
要

性
を

感
じ
な
い
た
め

 

③
 
取
り

組
む

体
制
（
予
算
，
人

員
等
）
が
な
い

た
め

 

④
 
専
門

知
識

が
な
く
ど
ん
な
取

組
を
し
て
い
い

の
か

分
か
ら

な
い

た
め

 

⑤
 
構
成

事
業

者
か
ら
の
要
望
が

な
い
た
め

 

⑥
 
構
成

事
業

者
が
対
応
す
べ
き

問
題
と
考
え
て

い
る

た
め

 

⑦
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 

4 
 問
２

 
独

占
禁
止
法
コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン
ス
に

対
す
る
代
表
者
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
 

貴
団

体
の

代
表

者
は
，

貴
団
体

自
身
が

独
占

禁
止

法
に
つ

い
て

遵
守

す
べ

き
こ

と
を
伝

え
る

た
め

に
ど

の
よ

う
な
取

組
を

行
っ
て
い
ま
す
か
。
（
複
数
選
択
可

）
 

①
 
取
組

を
行

っ
て
い
な
い
。
 

②
 

独
占

禁
止

法
に
は

直
接
言

及
し
て

い
な

い
が

，
コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

を
呼

び
掛
け

る
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
周

知
し
て

い
る
。

 

③
 

独
占

禁
止

法
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス

に
関

す
る

メ
ッ
セ

ー
ジ

を
文

字
情

報
と

し
て
周

知
し

て
い

る
（

コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
，
刊
行
物

等
に

お
け
る
記
載
や

，
イ

ン
ト
ラ

ネ
ッ

ト
等
に
お
け
る

掲
示
を
含
む

。）
。

 

④
 
独
占

禁
止

法
に
関
す
る
研
修

の
席
上
等
に
お

い
て
，
直
接
，
独
占

禁
止

法
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
に
関
す
る
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
。

 

⑤
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
２

－
２
 

貴
団

体
の

代
表

者
に
よ

る
独
占

禁
止
法

コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン

ス
の

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
に
関

し
て

，
そ

の
取

組
状

況
を
具

体
的

に
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
，
代
表
者
に
よ

る
コ

ミ
ッ
ト

メ
ン

ト
を
発
信
し
た
こ
と

や
そ
の
内
容

を
工
夫
し
た
こ

と
に

よ
り
，
独

占
禁
止
法
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
上

良
い
影
響
・
結
果
が
生

じ
た
事
例
，
逆
に
，
コ
ミ
ッ

ト
メ

ン
ト
を
発
信

し
な

か
っ
た
こ
と
や
そ
の

内
容
が
不
十

分
で

あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
，
悪

い
影

響
・
結
果

が
生
じ

た
事

例
（
そ
う
し
た
経
験

を
踏

ま
え
て
何
ら
か
の
取

組
や
見
直
し

を
行

っ
た
場
合
は
，

そ
の
内
容
も

記
載

し
て
く
だ
さ

い
。）

が
あ
れ
ば
，
具
体
的

に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 

パ
ン

フ
レ

ッ
ト
や

会
員

向
け

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
独

占
禁

止
法

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

に
関

す
る

団
体

代
表

者
の

メ

ッ
セ

ー
ジ

を
掲

載
し

て
い

る
も

の
の

，
会

員
の

面
前

で
直

接
的

に
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
発

信
す

る
こ

と
は

な
か

っ
た

た

め
，

多
く
の
会
員
は
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
存

在
を

知
ら
な
い
ま
ま

で
あ
っ
た
。

 

○
 
様
々

な
機

会
を
捉
え
て
，
繰
り
返
し
メ
ッ

セ
ー

ジ
を
発

信
し
続

け
る

こ
と
に
よ
り
，
会
員
や
団
体
役
職
員

は
，
団

体
と

し
て
独
占
禁
止
法
コ

ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス

に
本
気
で
取
り

組
ん
で
い
る

こ
と

を
実
感
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

 

※
 

枠
内

の
例

は
，
貴
団

体
に

お
け

る
事

例
を

記
載

し
て

い
た

だ
く

際
の

便
宜

に
付

す
た

め
，
参

考
と

し
て

例
示

し
た

も
の

で

あ
り

，
必

ず
し

も
こ

れ
ら

に
即

し
て

記
載

し
て

い
た

だ
く

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
ま

た
，
こ

れ
ら

は
紙

面
の

都
合

上
簡

潔
に

記
載

し
て

い
る

と
こ

ろ
，

回
答

に
当

た
っ

て
は

，
な

る
べ

く
詳

細
な

記
載

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。（

以
下

同
じ

。）
 

 問
３

 
法

務
・
コ
ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス
担
当
部

署
等
の
設
置
状
況
 

貴
団
体
は

，
法

務
・
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
担
当
部

署
（

注
）
を
設

置
し
て
い
ま
す

か
。

一
つ
だ
け
お

選
び
く
だ
さ
い
。
 

①
 
設
置

し
て

い
る
（
法
務
・
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
業

務
の
み

を
担

当
し
て
い
る
。
）
。

 

②
 
設
置

し
て

い
る
（
庶
務
業
務

等
の
い
わ
ゆ
る

総
務

業
務
も

併
せ

て
担
当
し
て
い

る
。）
。

 

③
 
法
務

・
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

担
当
部
署
を
設

置
し

て
い
な

い
。
〔
→
問
３

－
４

へ
〕

 

④
 
そ
の

他
（

担
当
部
署
名
及
び

そ
の
部
署
の
性

格
に

つ
い
て

具
体

的
に
記
載
し
て

く
だ

さ
い
。
）

 

 
（
注
）「

法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
担
当
部
署
」
と
は
，
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
，
職
員
が
法
令
違
反
等
に
関
与
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
の
業

務
（

法
令
違
反
等
を
把

握
す
る
た

め
の

取
組
や
実
際
に
問

題
が

生
じ
た
場
合

の
対

処
を
含
み

ま
す

。）
を
行
っ
て
い

る
部

署

を
い
い
ま
す

。
い
わ
ゆ
る
法
務
担
当
部
署
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
担
当
部
署
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
，
例
え
ば
総
務
担
当
部
署
が

そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
場
合
は
，
当
該
総
務
担
当
部
署
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
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5 
 問
３

－
２
 

問
３
で
選

択
肢

①
，
②
及

び
④
の
い
ず

れ
か
を
選
択
し
た
方

に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴

団
体

で
は
，
法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
担
当
部
署
に
お
い

て
，
独
占
禁

止
法

に
関
す
る
担
当

者
（
兼
務
を

含
む

。
）
を

決
め
て

い
ま

す
か
。
一
つ
だ
け
お

選
び

く
だ
さ
い
。

 

①
 
決
め

て
い

る
。
 

②
 
決
め

て
い

な
い
。
 

 問
３

－
３
 

貴
団
体
に

は
，
独
占
禁
止

法
に

関
す
る
法
務
・
コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
を
担

当
す
る
役
員

（
注
） （

専
務
理
事
等
と

の
兼
務

を
含

む
。）

は
い
ま

す
か
。
一
つ
だ
け
お

選
び
く
だ
さ
い
。

 

①
 
い
る

。
 

②
 
い
な

い
。
 

 

（
注
）
役
員
と
は
，
理
事
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
い
ま
す
。
 

 問
３

－
４
 

貴
団
体
の

法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
担
当
部
署
，
担
当
者

及
び
担

当
役

員
の
設
置
に
関

し
て
，
そ

の
取

組
状
況
を
具

体
的

に
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
，
貴
団
体

が
法

務
・
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン

ス
担
当
部
署
，
担

当
者

及
び
担
当
役
員
を
設

置
し

た
こ
と
や
そ
の
内
容

を
工
夫
し
た

こ
と

に
よ
り
，
独
占

禁
止
法
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
上

良
い
影
響
・
結
果
が
生
じ
た

事
例

，
逆

に
，
設

置
し
な
か
っ
た

こ
と

や
そ
の
内
容
が

不
十

分
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
り
，
悪
い
影

響
・
結
果
が
生
じ
た
事

例
（

そ
う
し
た
経
験
を
踏

ま
え
て
何
ら

か
の

取
組
や
見
直
し

を
行
っ
た
場

合
は

，
そ
の
内
容

も
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。）

が
あ

れ
ば
，
具
体
的
に
記

載
し
て
く
だ

さ
い

。
 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 
独
占

禁
止

法
関
連
業
務
の

担
当
者
を
指
定
し

た
こ
と
に
よ

り
，
関
連

す
る
知
識
や
情
報

の
一
元
的
集
積
・
管
理
が

進
み

，
よ
り
効
果
的
な
業

務
遂
行
が
可

能
と

な
っ
た
。

 

○
 

担
当

役
員
を
指
名
す

る
こ

と
に
よ

り
，
団

体
に
お
け
る
法

務
・
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
業

務
の
位
置
付
け

が
高

ま
る

と
と
も
に

，
責

任
の
所
在
が
明
確

に
な
っ
た
。
 

 問
４

 
下

部
組
織
と
の
連

携
 

貴
団
体
に

は
，
下
部

組
織
（
貴

団
体
と
は
別

組
織

と
し
て
，
ブ
ロ
ッ

ク
別

，
都
道
府
県
別
や

そ
れ

よ
り
小
さ
い
単
位
で

設
置

さ
れ
た
も
の
。
名
称

は
問
い
ま
せ

ん
。
）
は
あ
り

ま
す
か

。
一
つ
だ
け

お
選

び
く
だ
さ
い

。
 

①
 
あ
る

。
 

②
 
な
い

。〔
→
問
５
へ
〕
 

 問
４

－
２
 

問
４
で
選

択
肢

①
を
選
択
し
た
方

に
お
伺
い
し
ま

す
。
貴
団
体

の
下
部
組
織
は
，
独
占
禁
止

法
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に

つ
い

て
，
何
ら
か
の
取
組

を
行
っ
て
い

ま
す

か
。
一
つ
だ
け

お
選
び
く
だ

さ
い

。
 

①
 
行
っ

て
い

る
。
 

②
 
行
っ

て
い

な
い
。
 

③
 
分
か

ら
な

い
。
 

6 
 問
４

－
３
 

貴
団
体
は
，
下
部
組
織
に
お
け
る
独

占
禁

止
法
コ
ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス
の

取
組

に
関
与
し
て
い

ま
す
か
。（

複
数
選
択
可
）

 

①
 
関
与

し
て

い
な
い
。
 

②
 

当
団

体
の

代
表
者

が
下
部

組
織
に

も
独

占
禁

止
法
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

関
す
る

メ
ッ

セ
ー

ジ
を

周
知

し
て
い

る
。

 

③
 
下
部

組
織

に
も
法
務
・
コ

ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス

担
当
部
署
を

設
置
さ
せ
，
独
占
禁
止
法
に

関
す

る
情
報
等
を
共
有
す

る
取
組
を
し
て
い
る
。

 

④
 
当
団

体
と

下
部
組
織
と
で
独

占
禁
止
法
に
関

す
る

コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
・
マ

ニ
ュ
ア

ル
を
共

有
し
，
又
は
当
団
体

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
考
に
各
自
の

マ
ニ

ュ
ア
ル
を
策
定

さ
せ

て
い
る

。
 

⑤
 
当
団

体
が

下
部
組
織
に
独
占

禁
止
法
に
関
す

る
研

修
を
実

施
さ

せ
て
い
る
。

 

⑥
 
下
部

組
織

の
役
職
員
及
び
構

成
事
業
者
を
当

団
体

の
独
占

禁
止

法
に
関
す
る
研

修
に

参
加
さ

せ
て

い
る
。

 

⑦
 

当
団

体
の

内
部
通

報
窓
口

（
法
令

や
職

員
規

定
等
に

違
反

す
る

よ
う

な
行

為
に
関

す
る

職
員

に
よ

る
通

報
又
は

自
主
申
告
を
受
け
付
け
る
窓
口
。

以
下

同
じ
。）

の
利

用
者
に

，
下
部

組
織

の
役
職
員
も
含

ん
で
い
る
。

 

⑧
 

下
部

組
織

の
役
職

員
及
び

構
成
事

業
者

も
利

用
で
き

る
相

談
窓

口
（

独
占

禁
止
法

上
の

疑
義

が
生

じ
た

と
き
に

問
題
に
な
る
か
な
ど
を
相
談
で
き

る
窓

口
。
以
下
同
じ

。）
を

当
団
体

に
設

置
し
て
い
る
。

 

⑨
 
下
部

組
織

の
独
占
禁
止
法
に

関
す
る
監
査
を

当
団

体
が
実

施
し

て
い
る
。

 

⑩
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
４

－
４
 

貴
団
体
の

下
部

組
織
と
の
連
携
に

関
し
て
，
そ

の
取
組
状
況
を
具
体

的
に

記
載
し
て
く
だ

さ
い
。
ま

た
，
貴
団

体
が
下

部
組

織
と
連
携
し
た
こ
と

や
そ
の
内
容

を
工

夫
し
た
こ
と
に

よ
り
，
独

占
禁
止
法
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
上
良

い
影

響
・
結

果
が

生
じ
た
事
例
，
逆
に
，
連
携

し
な

か
っ
た
こ
と
や

そ
の

内
容
が
不
十

分
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
り
，
悪
い
影
響
・
結
果

が
生

じ
た
事
例
（

そ
う
し
た
経
験

を
踏

ま
え
て
何
ら
か

の
取

組
や
見
直
し

を
行
っ
た
場
合
は
，
そ
の

内
容
も
記
載
し
て
く

だ
さ

い
。）

が
あ
れ

ば
，
具
体
的
に
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 

当
団

体
で

は
下
部

組
織

の
独

占
禁

止
法

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
取

組
状

況
を

把
握

し
て

い
な

か
っ

た
こ

と
も

あ

り
，
一

部
の
下
部
組
織

に
お
い

て
独
占
禁
止

法
違

反
行
為
が
発

生
し

て
し
ま
っ
た
。
こ
の

た
め
，
全
て
の

下
部

組
織

に
対

し
て
独
占
禁
止
法
コ

ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス

の
取
組
を
行
う

よ
う
指
示
す

る
と

と
も
に
，
毎
年

，
当

団
体

主
催
の
独

占
禁

止
法
に
関
す
る
研
修

会
に
，
全
て

の
下

部
組
織
の
役
職

員
を
参
加
さ

せ
て

い
る
。
 

 問
５

 
独

占
禁
止
法
コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン
ス
・

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策

定
 

貴
団
体
は
，
貴
団
体
自
身
が
独

占
禁
止
法
に

つ
い

て
遵
守
す
べ

き
こ
と
を
記
載
し
た

コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン

ス
・
マ
ニ
ュ
ア

ル
（

名
称
は
問
い
ま
せ
ん

。）
を
策
定
し

て
い
ま
す
か
。
一
つ

だ
け
お
選
び

く
だ

さ
い
。

 

①
 
策
定

し
て

い
る
。

 

②
 
策
定

し
て

い
な
い
。〔

→
問
５

－
４
へ
〕

 

 問
５

－
２
 

 
 

 
問

５
で
選
択
肢
①

を
選

択
し
た
方
に

お
伺
い
し
ま
す
。
貴

団
体

で
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
・
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
策
定

に
当

た
り

，
第
三
者
に
相
談
し

て
い
ま
す
か

。（
複
数
選
択

可
）
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7 
 

 
①

 
誰
に
も
相
談
せ
ず

独
力
で
策
定

し
て

い
る
。

 

 
 

 
②

 
外
部
組
織
（

法
律

事
務
所
等
）

に
相
談
し
，
策
定

し
て
い
る
。

 

 
 

 
③

 
所
管
官
庁
に

相
談

し
，
策
定
し

て
い
る
。

 

④
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
５

－
３
 

貴
団
体
が

策
定

し
た
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記

載
さ
れ
て
い
る
内
容

に
つ

い
て
，
以
下
の
選
択
肢
か
ら

お
選

び
く
だ
さ
い
。
（
複
数
選
択
可
）

 

①
 
独
占

禁
止

法
の
遵
守
に
係
る

コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス

の
体
制

に
つ

い
て
 

②
 
団
体

が
行

っ
て
い
る
全
て
の

活
動
に
際
し
て

の
独

占
禁
止

法
上

の
禁
止
事
項
に

つ
い

て
 

③
 
独
占

禁
止

法
の
遵
守
に
係
る

構
成
事
業
者
が

参
加

す
る
会

合
（
貴
団
体

が
主

催
す
る

ゴ
ル
フ

コ
ン

ペ
，
懇
親
会
等

を
含
み
ま
す
。
）
の
運
営
方
法
に
つ

い
て
 

④
 
統
計

業
務

（
当
該
産
業
に
関

す
る
統
計
情
報

を
収

集
・
管

理
・

提
供
す
る
業
務

。
以

下
同
じ

。）
に
お
け

る
独
占

禁
止

法
の
遵
守
に
つ

い
て
 

⑤
 
自
主

規
制

等
（

構
成

事
業
者
の
事

業
活
動
に
つ
い
て
自

主
的
な
基
準
・
規
約
等

を
設

定
し
，
そ
の
利
用
・
遵
守
を

申
し
合
わ
せ
る
よ
う

な
活
動
。
以

下
同

じ
。）

に
お
け

る
独
占

禁
止
法

の
遵

守
に
つ
い
て
 

⑥
 
自
主

認
証
・
認
定
等
（
自
主
規
制

等
に

適
合
す
る
こ
と

の
認
証
・
認
定
等
を
行
い
，
認

証
・
認
定

等
し
た
場
合
に

事
業
者
に
そ
れ
を
証

す
る
表
示
を

行
わ

せ
る
等
の
活
動

。
以

下
同
じ

。）
に
お
け
る

独
占
禁

止
法
の
遵
守

に
つ

い
て

 

⑦
 

経
営

指
導

（
構

成
事
業
者

の
経
営

上
の

知
識

等
に
係

る
相

対
的

な
不

足
を

補
う
た

め
経

営
上

の
指

導
を

行
う
活

動
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
独
占

禁
止
法
の
遵
守
に
つ

い
て

 

⑧
 
共
同

事
業
（
構
成
事
業
者
の

共
同
に
よ
る
事

業
活

動
の
性
格
を

持
つ

事
業
。
例
え
ば

，
共
同
の

広
報

宣
伝
活
動
や

福
利
厚
生
活
動
，
施
設
・
設
備
の

共
有
，
共
同

研
究
開
発
，
共
同
購
入
，
共
同

販
売

，
共
同

輸
送
等
。
以
下
同
じ

。）

に
お
け
る
独
占
禁
止

法
の
遵
守
に

つ
い

て
 

⑨
 
独
占

禁
止

法
の
遵
守
に
係
る

研
修
の
実
施
に

つ
い

て
 

⑩
 
独
占

禁
止

法
の
遵
守
に
係
る

役
職
員
の
懲
戒

等
に

つ
い
て
 

⑪
 
独
占

禁
止

法
の
遵
守
に
係
る

監
査
の
実
施
に

つ
い

て
 

⑫
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）
 

 

問
５

－
４
 

貴
団
体
の

独
占

禁
止
法
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

策
定
に
関
し
て
，
そ
の
取
組

状
況

を
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
ま

た
，
独
占

禁
止

法
コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
策
定

し
た

こ
と
や

そ
の

内
容
を
工
夫
し
た
こ

と
に

よ
り
，
独

占
禁
止
法
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
上

良
い
影
響
・
結
果
が
生

じ
た
事
例
，
逆
に
，
マ
ニ
ュ

ア
ル

を
策
定
し
な

か
っ

た
こ
と
や
そ
の
内
容

が
不
十
分
で

あ
っ

た
こ
と
に
よ
り

，
悪
い
影

響
・
結
果

が
生

じ
た
事

例
（
そ
う
し
た
経
験
を
踏

ま
え

て
何
ら
か
の
取
組
や

見
直
し
を
行

っ
た

場
合
は
，
そ
の

内
容
も
記
載

し
て

く
だ
さ
い
。
）
が
あ
れ

ば
，
具
体
的
に
記

載
し

て
く
だ
さ
い
。

 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 

会
員

か
ら
要
望
が
寄

せ
ら

れ
た
こ

と
を

契
機
と
し
て
独

占
禁
止
法
コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し

た
と
こ
ろ

，
役

職
員
の
独
占
禁
止

法
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
に
対

す
る

意
識
が
向
上
し

た
。

 

  

8 
 問
６

 
独

占
禁
止
法
研
修

の
実

施
 

貴
団
体
は
，
貴
団
体
の
役
職
員
に

対
し
て
，
独

占
禁

止
法
に

関
す
る

研
修

を
実
施
し
て
い

ま
す
か
。
一
つ

だ
け
お
選
び

く
だ

さ
い
。

 

①
 
実
施

し
て

い
る
。

 

②
 
実
施

し
て

い
な
い
。〔

→
問
６

－
４
へ
〕

 

 問
６

－
２
 

問
６

で
選

択
肢

①
を
選

択
し
た

方
に
お

伺
い

し
ま

す
。
貴

団
体

で
は

ど
の

程
度

の
頻
度

で
研

修
を

実
施

し
て

い
ま
す

か
。

一
つ
だ
け
お
選
び
く

だ
さ
い
。

 

 
 

 
①

 
年
１
回
実
施

し
て

い
る
。

 

 
 

 
②

 
年
２
回
以
上

実
施

し
て
い
る
。

 

 
 

 
③

 
実
施
し
た
こ

と
は

あ
る
が
，
不

定
期
開
催
と
な
っ

て
い
る
。

 

 
 

 
④

 
そ
の
他
（
具

体
的

に
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。）

 

 問
６

－
３
 

貴
団
体
が

実
施

し
て
い
る
研
修
の

方
法
に
つ
い
て

，
以

下
の
選

択
肢

か
ら
お
選
び
く

だ
さ

い
。（

複
数
選
択
可
）

 

①
 
外
部

組
織

（
法
律
事
務
所
，

企
業
研
修
会
社

等
）

が
主
催

す
る

研
修
に
参
加
さ

せ
て

い
る
。

 

②
 
貴
団

体
が

主
催
す
る
研
修
（

③
を
除
き
ま
す

。）
を
実
施
し

て
い

る
。

 

③
 
ｅ
－

ラ
ー

ニ
ン
グ
に
よ
る
研

修
を
実
施
し
て

い
る

。
 

④
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
６

－
４
 

貴
団
体
の

研
修

の
実
施
に
関
し
て
，
そ
の
取
組

状
況
を
具
体
的
に
記

載
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
研
修
を
実
施

し
て
い

る
こ

と
や
そ
の
内
容
を
工

夫
し
た
こ
と

に
よ

り
，独

占
禁
止
法
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
上

良
い
影

響
・
結
果
が

生
じ

た
事
例
，

逆
に
，
研
修
を
実

施
し
て
い
な

か
っ
た

こ
と

や
そ
の
内
容
が

不
十
分
で
あ
っ
た

こ
と

に
よ
り
，
悪
い
影
響
・
結
果
が
生
じ

た
事

例
（

そ
う

し
た
経
験

を
踏

ま
え

て
何
ら

か
の

取
組

や
見

直
し

を
行
っ

た
場

合
は

，
そ

の
内

容
も
記

載
し

て
く
だ

さ

い
。
）
が
あ
れ

ば
，

具
体
的
に
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 

事
業

者
団
体
の
活
動

は
，
同
業
者
同

士
が

接
触
す
る
機
会

を
提

供
す
る
も
の
で

あ
り

，
独
占
禁
止
法

上
の
リ
ス
ク

が
高
い
と

認
識

し
て
い
る
。
こ
の

た
め
，
法
律
事
務
所
に
委
託

し
，
年
に
１
回
，
団
体
役
職

員
向

け
の
独
占
禁
止

法

に
関
す
る

研
修

を
行
っ
て
い
る
。
 

○
 

研
修

に
お
い
て
は
，
関
連

業
界
に
お
け

る
独

占
禁
止
法
違

反
事
件
を
事
例

と
し

て
取
り
上
げ

る
な

ど
し
て
説
明
を

行
い
，
身

近
な

問
題
で
あ
る
こ
と

を
認
識
さ
せ
る

よ
う

に
し
て

い
る

。
 

 問
７

 
法

務
相
談
体
制
の

整
備

 

貴
団
体
は
，
貴
団
体
の
役
職
員

が
利
用
で
き

る
法

務
相
談
窓
口
（
貴
団

体
が

行
う
業
務
に
つ

い
て

独
占
禁
止
法
に
抵
触

す
る

か
否
か
疑
問
や
不
安

を
感
じ
た
場

合
，

相
談
を
受
け
付

け
る
窓
口
）

を
設

け
て
い
ま
す

か
。（

複
数
選

択
可
）
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9 
 

①
 
設
け

て
い

な
い
。

 

②
 
団
体

内
に

法
務
相
談
窓
口
を

設
け
て
い
る
。

 

③
 
団
体

外
（

法
律
事
務
所
等
）

に
法
務
相
談
窓

口
を

設
け
て

い
る

。
 

④
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
７

－
２

 

貴
団
体
の

法
務

相
談
体
制
の
整
備

に
関
し
て
，
そ
の
取
組
状
況
を
具

体
的

に
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た

，
法

務
相
談

体
制

を
整
備
し
て
い
る
こ

と
や
そ
の
内

容
を

工
夫
し
た
こ
と

に
よ
り
，
独
占
禁
止
法

コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン

ス
上
良
い
影
響
・

結
果

が
生
じ
た
事
例
，
逆
に
，
法
務

相
談
体
制
を
整

備
し

て
い
な

か
っ

た
こ
と
や
そ
の
内
容

が
不
十
分
で

あ
っ
た
こ
と
に

よ
り

，
悪
い
影
響
・
結
果

が
生
じ
た
事

例
（

そ
う
し
た
経
験

を
踏
ま
え
て

何
ら

か
の
取
組
や

見
直
し
を
行
っ
た
場

合
は
，

そ
の

内
容
も
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。）

が
あ
れ
ば
，
具

体
的
に

記
載
し
て
く

だ
さ

い
。

 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 

独
占

禁
止
法
に
限
定

し
た

も
の
で

は
な

い
が
，
他
の
法

律
と
共
通
の
法
務

相
談

窓
口
を

設
け

て
い
る
。
 

○
 

法
務

相
談
の
結
果
，
独
占
禁

止
法
に
抵
触
す

る
お

そ
れ
が

あ
る

と
判
断
し
，
相
談
が
寄

せ
ら
れ
た
業
務

内
容

を
変

更
さ
せ
た

こ
と

が
あ
る
。
 

 問
８

 
懲

戒
ル
ー
ル
の
整

備
 

貴
団

体
で

は
，
貴
団
体
の
役
職

員
が
独
占
禁

止
法

違
反
行
為
に

関
与
し
た
場
合
，
当

該
役

職
員
等
は
懲

戒
の
対
象
に
な

り
得
ま
す
か
。

一
つ

だ
け
お
選
び

く
だ
さ
い
。

 

①
 
懲
戒

の
対

象
に
は
な
ら
な
い

。
 

②
 

独
占

禁
止

法
違

反
行
為
に

関
与
し

た
役

職
員

又
は
そ

の
役

職
員

の
業

務
に

管
理
監

督
責

任
を

有
す

る
者

が
懲
戒

の
対
象
に
な
り
得
る

こ
と
が
明
記

さ
れ

て
い
る
。

 

③
 
独
占

禁
止

法
と
は
明
記
し
て

い
な
い
が
，
法
令
違
反
は
懲

戒
の
対
象
と
な
り
得

る
こ

と
が
明

記
さ

れ
て
お
り
，
独

占
禁

止
法

違
反

行
為
に

関
与
し

た
役

職
員

又
は

そ
の

役
職
員

の
業
務

に
管

理
監
督

責
任
を

有
す
る

者
が

懲
戒
の

対

象
と
な
り
得
る
。

 

④
 

法
令

違
反

が
懲

戒
の
対
象

に
な
り

得
る

こ
と

を
明
記

し
て

い
な

い
が

，
独

占
禁
止

法
違

反
行

為
に

関
与

し
た
役

職
員
又
は
そ
の
役
職

員
の
業
務
に

管
理

監
督
責
任
を
有

す
る

者
が
懲

戒
の

対
象
と
な
り
得

る
。

 

⑤
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
８

－
２
 

貴
団
体
の

懲
戒

ル
ー
ル
の
整
備
に

関
し
て
，
そ

の
取
組
状
況
を
具
体

的
に

記
載
し
て
く
だ

さ
い
。
ま

た
，
懲
戒

ル
ー
ル

を
整

備
し
て
い
る
こ
と
や

そ
の
内
容
を

工
夫

し
た
こ
と
に
よ

り
，
独
占

禁
止
法
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
上
良
い

影
響
・
結
果

が
生

じ
た
事
例
，
逆
に

，
整
備
し

て
い

な
か
っ
た
こ
と

や
そ

の
内
容
が
不

十
分
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
り
，
悪
い
影
響
・
結

果
が

生
じ
た
事
例
（
そ
う
し
た
経

験
を

踏
ま
え
て
何
ら

か
の

取
組
や
見
直

し
を
行
っ
た
場
合

は
，
そ

の
内
容
も
記
載
し
て

く
だ

さ
い
。）

が
あ

れ
ば
，
具
体
的
に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 

事
業

者
団

体
の

活
動

の
中

で
独

占
禁

止
法

違
反

行
為

を
引

き
起

こ
し

た
団

体
役

職
員

は
懲

戒
処

分
の

対
象

に
な

る
こ
と
を

就
業

規
則
に
明
記
し
て

い
る
。
 

○
 

独
占

禁
止

法
違

反
行

為
に

関
与

し
た

職
員

の
み

な
ら

ず
上

司
も

処
分

を
受

け
て

い
る

こ
と

が
職

員
に

周
知

さ
れ

る
よ
う
，

処
分

内
容
は
公
表
し
て

い
る
。
 

10
 

 問
９

 
独

占
禁
止
法
監
査

の
実

施
 

貴
団
体
は

，
独

占
禁
止
法
に
関
す

る
監
査
（
他
の

法
令

に
関
す

る
監

査
と
同
時
に
行

う
場

合
を
含

み
ま

す
。）

を
実
施

し
て

い
ま
す
か
。
一
つ
だ

け
お
選
び
く

だ
さ

い
。

 

①
 
実
施

し
て

い
る
。

 

②
 
実
施

し
て

い
な
い
。〔

→
問
９

－
３
へ
〕

 

 問
９

－
２

 

問
９

で
選

択
肢

①
を
選

択
し
た

方
に
お

伺
い

し
ま

す
。
貴

団
体

の
監

査
で

独
占

禁
止
法

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
観
点

か
ら

違
反

に
つ

な
が
る
可

能
性

の
あ

る
事
例

（
公

正
取

引
委

員
会

が
何
ら

か
の

措
置

を
採

っ
た

も
の
か

ど
う

か
を
問

わ

ず
，

独
占
禁
止
法
違
反
に

つ
な
が
る
可

能
性

が
あ
る
と
貴
団

体
が
判
断
し

た
も

の
を
含
み
ま

す
。）

が
発
見
さ
れ
た
こ
と

は
あ

り
ま
す
か
。（

複
数
選
択
可
）

 

①
 
な
い

。
 

②
 
カ
ル

テ
ル

・
入
札
談
合
に
つ

な
が
る
可
能
性

の
あ

る
事
例

が
発

見
さ
れ
た
。

 

③
 
そ
の

他
（

具
体
的
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）

 

 問
９

－
３
 

貴
団
体
の

監
査

の
実
施
に
関
し
て
，
そ
の
取
組

状
況
を
具
体
的
に
記

載
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
監
査
を
実
施

し
て
い

る
こ

と
や
そ
の
内
容
を
工

夫
し
た
こ
と

に
よ

り
，独

占
禁
止
法
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
上

良
い
影

響
・
結
果
が

生
じ

た
事
例
，

逆
に
，
監
査
を
実

施
し
て
い
な

か
っ
た

こ
と

や
そ
の
内
容
が

不
十
分
で
あ
っ
た

こ
と

に
よ
り
，
悪
い
影
響
・
結
果
が
生
じ

た
事

例
（

そ
う

し
た
経
験

を
踏

ま
え

て
何
ら

か
の

取
組

や
見

直
し

を
行
っ

た
場

合
は

，
そ

の
内

容
も
記

載
し

て
く
だ

さ

い
。
）
が
あ
れ

ば
，

具
体
的
に
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

 

【
取
組
状

況
や

取
組
に
係
る
影

響
・
結
果
の
例
】
 

○
 

都
道

府
県
に
所
在
す

る
下

部
組
織

の
監

査
を
行
っ
た
際

，
独
占
禁
止
法

違
反
に
つ
な
が
る
お

そ
れ

の
あ
る
会
合
の

議
事
録
が

発
見

さ
れ
た
。
こ
の
た

め
，
事

実
関
係
を
詳
細
に
調

査
し
た
と
こ
ろ

，
結
果
的

に
は
問
題
な

い
こ

と
が
確

認
で
き
た

。
 

○
 

監
査

時
に
役
職
員
の

メ
ー

ル
チ
ェ

ッ
ク

を
行
っ
て
い
る

。
 

 問
１

０
 

内
部
通
報
制
度

の
整

備
 

貴
団
体
は
，
貴
団
体
の
役
職
員
が

利
用
で
き
る
内

部
通

報
窓
口
（
法
令
等
に

違
反

す
る
よ

う
な
行

為
に

関
す
る
団
体

役
職
員
に

よ
る

通
報
を
受
け
付
け

る
窓
口
〔
以

下
「
内
部
通

報
窓
口
」
と
い
い
ま
す
。
〕
を

設
け
て

い
ま

す
か
。（

複
数

選
択
可
）

 

①
 
設
け
て
い
な
い
。

 

②
 
団
体
内
に
内
部
通
報
窓
口
を

設
け

て
い
る
。

 

③
 
団
体
外
（
法
律
事
務
所
等
）

に
内

部
通
報
窓
口
を

設
け

て
い
る

。
 

④
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
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 問
１

０
－

２
 

貴
団
体
の
内
部
通
報

制
度
の
整
備

に
関

し
て
，
そ
の

取
組
状

況
を
具
体
的

に
記

載
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た

，
内
部
通

報
制

度
を

整
備

し
て

い
る
こ
と

や
そ
の

内
容

を
工

夫
し
た

こ
と

に
よ

り
，

独
占

禁
止
法

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

上
良
い

影
響
・
結
果

が
生
じ
た
事
例

，
逆
に
，
内
部
通
報

制
度

を
整
備

し
て
い

な
か

っ
た
こ
と
や
そ

の
内
容
が
不
十
分

で
あ
っ

た
こ
と
に

よ
り
，
悪
い
影
響
・
結
果

が
生
じ
た
事
例
（

そ
う
し

た
経
験

を
踏

ま
え
て
何
ら
か

の
取
組
や
見
直
し

を
行
っ

た
場
合
は

，
そ

の
内
容
も
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
）
が
あ
れ
ば
，

具
体

的
に
記
載
し
て

く
だ

さ
い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組

に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 
独
占

禁
止

法
に
限
定
し
た

も
の
で
は
な
い
が

，
外
部
の

専
門
業
者
に
委
託

す
る

こ
と
に

よ
り

，
他
の
法

律
と
共

通
の

内
部
通
報
制
度

を
構

築
し
て

い
る

。
 

 団
体
の

具
体

的
な
活

動
に

係
る

独
占
禁

止
法

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
に

関
す

る
取
組

 

 問
１

１
 

会
合
の
運
営
 

貴
団
体
は
，
構
成
事

業
者
が
参
加

す
る

会
合
（
貴
団
体

が
主

催
す
る

ゴ
ル

フ
コ
ン
ペ
，
懇

親
会
等
を
含

み
ま

す
。）

の
運
営
に

関
す

る
ル
ー
ル
（
具
体

的
な
内
容
に
つ

い
て

は
下
記

問
１

１
－
２
を
参
照

。）
を

定
め
て
い
ま
す
か

。
一
つ

だ
け
お
選

び
く

だ
さ
い
。

 

①
 
定
め
て
い
る
。

 

②
 
定
め
て
い
な
い

。〔
→
問
１
１

－
３
へ
〕

 

 問
１

１
－

２
 

問
１
１
で
選
択
肢
①

を
選
択
し
た

方
に

お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団
体
が

定
め
て
い
る
ル
ー
ル

の
内
容
に
つ

い
て
，
以
下

の
選
択
肢

か
ら

お
選
び
く
だ
さ
い

。（
複
数

選
択

可
）

 

①
 
会
合
の
開
会
時

に
独
占
禁
止

法
違

反
行
為
を
行
わ

な
い

よ
う
宣

言
す

る
。
 

②
 
会
合
に
貴
団
体

の
職
員
が
出

席
す

る
。
 

③
 
営
業
業
務
に
携

わ
る
者
は
会

合
に

出
席
さ
せ
な
い

。
 

④
 
会
合
に
お
い
て

禁
止
さ
れ
る

議
題

を
定
め
て
い
る

。
 

⑤
 
会
合
で
使
用
す

る
議
題
，
資

料
等

に
つ
い
て
事
前

に
貴

団
体
の

職
員

が
確
認
す
る
。

 

⑥
 
会
合
で
独
占
禁

止
法
上
問
題

と
な

る
お
そ
れ
が
あ

る
話

題
が
出

た
場

合
の
措
置
を
定

め
て
い
る
。
 

⑦
 
会
合
の
議
事
録

を
作
成
し
，

保
管

す
る
。
 

⑧
 
そ
の
他
（
具
体

的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
 

 問
１

１
－

３
 

貴
団
体
の
会
合
の
運

営
ル
ー
ル
の

整
備

に
関
し
て
，
そ
の
取

組
状
況
を
具

体
的

に
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た

，
会

合
の

運
営

ル
ー

ル
を

定
め
て
い

る
こ
と

や
そ

の
内

容
を
工

夫
し

た
こ

と
に

よ
り

，
独
占

禁
止

法
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス

上
良
い
影

響
・
結
果
が
生
じ
た
事

例
，
逆
に
，
ル
ー
ル
を

定
め

て
い
な

か
っ

た
こ
と
や
そ
の

内
容
が
不
十
分
で

あ
っ
た

こ
と
に
よ

り
，
悪
い
影
響
・
結
果
が

生
じ
た
事
例
（
そ

う
し
た

経
験
を

踏
ま

え
て
何
ら
か
の

取
組
や
見
直
し
を

行
っ
た

場
合
は
，

そ
の

内
容
も
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。）

が
あ
れ
ば
，
具

体
的

に
記
載
し
て
く

だ
さ

い
。
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【
取

組
状
況
や
取
組
に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 

同
業

者
で

あ
る

会
員

が
一

同
に

介
す

る
こ

と
自

体
に

リ
ス

ク
が

あ
る

と
認

識
し

て
お

り
，

会
合

時
の

み
な

ら

ず
，

会
合
の

前
後

も
含

め
て
，

会
員
が
集

ま
る

際
に

は
必
ず

団
体
職
員

が
参

加
す

る
必
要

が
あ
る
こ

と
を

明
文
化

し
て

い
る
。
 

○
 
団
体

の
会

議
室
を
利
用
し

て
会
員
が
カ
ル
テ

ル
を
行
っ
て

し
ま

っ
た
こ
と
か
ら

，
会
員

に
よ
る
会
議
室

の
利
用

を
制

限
し
て
い
る
。
 

○
 
会
合

の
議

事
録
に
つ
い
て

は
，
法

務
・
コ
ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス
部

署
の

職
員
が
そ
の
内
容

を
定
期
的
に
チ

ェ
ッ
ク

し
て

い
る
。
 

 問
１

２
 

統
計
業
務
 

貴
団
体
は
，
統

計
業
務
（

当
該
産

業
に
関

す
る

統
計
情
報
を
収

集
・
管

理
・
提
供

す
る

業
務
）
を

行
っ
て
い
ま
す
か
。

一
つ
だ
け

お
選

び
く
だ
さ
い
。

 

①
 
行
っ
て
い
る
。

 

②
 
行
っ
て
い
な
い
。〔

→
問
１
３

へ
〕
 

 問
１

２
－

２
 

問
１
２
で
選
択
肢
①
を
選
択
し
た

方
に

お
伺
い
し
ま
す
。
貴

団
体
は
，
統
計
業
務
を
行
う
に

際
し
，
独
占

禁
止

法
上

問
題
が
な

い
か
，
事
前
に
公
正
取
引

委
員

会
や
法
律
事
務

所
等

に
相
談

し
て

い
ま
す
か
。
一
つ
だ

け
お
選
び
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

①
 
相
談
し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

②
 
相
談
し
て

い
な

い
。
 

 問
１

２
－

３
 

貴
団
体
は
，
統
計
業
務
に
関
す
る

ル
ー

ル
を
定
め
て
い

ま
す

か
。
一

つ
だ

け
お
選
び
く
だ

さ
い
。

 

①
 
定
め
て
い
る
。

 

②
 
定
め
て
い
な
い
。〔

→
問
１
２

－
６
へ
〕

 

 

問
１

２
－

４
 

問
１
２
－
３
で
選
択
肢
①
を
選
択

し
た

方
に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴

団
体
が
定
め
て

い
る
ル

ー
ル
に
お
い

て
，
情
報
管

理
の

観
点

か
ら

留
意
す

べ
き
事

項
と
し

て
ど

の
よ

う
な
も

の
を

定
め

て
い

ま
す

か
。
以

下
の

選
択

肢
か

ら
お

選
び
く

だ
さ
い
。
（
複
数
選
択
可

）
 

①
 
統
計
業
務
を
第
三
者
機
関
に

委
託

し
て
い
る
。
 

②
 
統
計
業
務
に
携
わ
る
者
を
限

定
し

て
い
る
（
構
成

事
業

者
に
は

関
与

さ
せ
な
い
。
）。

 

③
 
統
計
業
務
に
携
わ
る
者
（
構

成
事

業
者
か
ら
貴
団

体
へ

の
出
向

者
を

含
む
。
）
か
ら
誓
約

書
を
提
出
さ
せ
て
い

る
。
 

④
 
ア
ク
セ
ス
制
限
を
行
う
な
ど

の
情

報
管
理
を
徹
底

し
て

い
る
。
 

⑤
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
 

⑥
 
情
報
管
理
の
観
点
か
ら
留
意

す
べ

き
事
項
を
定
め

て
い

な
い
。
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 問
１

２
－

５
 

問
１
２
－
３
で
選
択

肢
①
を
選
択

し
た

方
に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴

団
体
が
定
め
て

い
る
ル

ー
ル
に
お
い

て
，
情
報
の

提
供

方
法

等
の

観
点

か
ら
留
意

す
べ
き

事
項

と
し

て
ど
の

よ
う

な
も

の
を

定
め

て
い
ま

す
か

。
以

下
の

選
択

肢
か
ら

お
選
び
く

だ
さ

い
。（

複
数
選
択

可
）

 

①
 
構
成
事
業
者
別

の
情
報
の
作

成
・

提
供
を
禁
止
し

て
い

る
。
 

②
 
現
在
の
情
報
又

は
将
来
の
予

測
情

報
の
作
成
・
提

供
を

禁
止
し

て
い

る
。
 

③
 
成
果
物
た
る
統

計
デ
ー
タ
を

顧
客

・
需
要
者
を
含

め
広

く
提
供

し
て

い
る
。
 

④
 
構
成
事
業
者
に

デ
ー
タ
の
提

供
を

強
制
し
な
い
よ

う
に

し
て
い

る
。
 

⑤
 
そ
の
他
（
具
体

的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
 

⑥
 
情
報
の
提
供
方

法
等
の
観
点

か
ら

留
意
す
べ
き
事

項
を

定
め
て

い
な

い
。
 

 

問
１

２
－

６
 

貴
団
体
の
統
計
業
務

に
関
す
る
ル

ー
ル

の
整
備
に
関
し

て
，
そ
の

取
組
状
況
を
具

体
的
に

記
載
し
て
く

だ
さ

い
。
ま

た
，
統

計
業
務
に
関
す

る
ル
ー

ル
を
定
め
て

い
る

こ
と
や
そ
の

内
容
を
工
夫
し
た
こ

と
に

よ
り
，
独
占
禁
止
法
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン

ス
上

良
い
影
響
・
結
果

が
生
じ
た
事
例
，
逆
に
，
ル

ー
ル
を

定
め

て
い
な
か
っ
た

こ
と
や
そ
の
内
容

が
不
十

分
で
あ
っ

た
こ

と
に
よ
り
，
悪
い

影
響
・
結
果

が
生

じ
た
事

例
（

そ
う

し
た
経
験
を
踏
ま
え

て
何
ら
か
の
取

組
や

見
直

し
を
行
っ

た
場

合
は
，
そ
の
内
容

も
記
載
し
て
く

だ
さ

い
。）

が
あ
れ

ば
，
具
体
的
に

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組

に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 

事
業

者
間

に
現

在
又

は
将

来
の

価
格

に
つ

い
て

の
共

通
の

目
安

を
与

え
る

よ
う

な
こ

と
に

な
ら

な
い

よ
う

作

成
・

提
供
す
る
統
計

情
報

は
概
括

的
な

内
容
と
し
て
い

る
。

 

○
 
統
計

情
報

の
収
集
・
管
理
・
提
供

業
務
に
会
員
が

関
与

し
な
い

よ
う

統
計
業
務
に
つ
い

て
は
第
三
者
機

関
に
外

部
委

託
し
て
い
る
。
 

○
 
当
団

体
の

役
職
員
は
会
員

か
ら
の
出
向
者
で

占
め
ら
れ
て

い
る

た
め
，
出
向
中
及
び
出

向
後
も
出
向
元

に
対
し

て
情

報
を
伝
え
る
こ

と
が

な
い
よ

う
誓

約
書
を
提
出
さ

せ
て

い
る
。
 

 問
１

３
 

自
主
規
制
等
，

自
主

認
証
・
認
定

等
 

貴
団
体
は
，
自
主
規

制
等
（
構
成

事
業
者
の
事

業
活

動
に
つ
い
て

自
主

的
な
基
準
・
規
約
等

を
設
定
し
，
そ
の

利
用
・

遵
守
を
申

し
合

わ
せ
る
よ
う
な
活

動
）
を
行
っ
て

い
ま

す
か
。
（
複
数
選
択
可

）
 

①
 
商
品
又
は
役
務

の
種
類
，
品

質
，

規
格
等
に
関
す

る
自

主
規
制

等
を

行
っ
て
い
る
。

 

②
 
営
業
の
種
類
，
内
容
，
方
法

等
（
例

え
ば
，
営
業
時
間
，
取

扱
商

品
，
表
示
等
）
に
関

す
る

自
主
規
制
等
を

行

っ
て
い
る
。

 

③
 
そ
の
他
（
具
体

的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）

 

④
 
行
っ
て
い
な
い

。〔
→
問
１
４

へ
〕

 

 問
１

３
－

２
 

問
１
３
で
選
択
肢
①

か
ら
③
の
い

ず
れ

か
を
選
択
し
た

方
に

お
伺
い

し
ま

す
。
貴

団
体
は

，
自

主
規
制
等
を
行
う
に

際
し
，
独
占

禁
止
法
上
問
題
が
な

い
か
，
事
前

に
公

正
取
引

委
員
会

や
法

律
事
務
所
等
に

相
談
し
て
い
ま
す

か
。
一
つ

だ
け
お
選

び
く

だ
さ
い
。

 

 
 

 
 

①
 
相
談
し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

②
 
相
談
し
て

い
な

い
。
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 問
１

３
－

３
 

貴
団
体
は
，
自
主
規
制
等
の
活
動

に
関

す
る
ル
ー
ル
を

定
め

て
い
ま

す
か

。
一
つ
だ
け
お

選
び
く
だ
さ

い
。

 

①
 
定
め
て
い
る
。

 

②
 
定
め
て
い
な
い
。〔

→
問
１
３

－
５
へ
〕

 

 

問
１

３
－

４
 

問
１
３
－
３
で
選
択
肢
①
を
選
択

し
た

方
に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴
団

体
が

定
め
て
い
る
ル

ー
ル
の
内
容

に
つ

い
て
，

以
下
の
選

択
肢

か
ら
お
選
び
く
だ

さ
い
。（

複
数

選
択
可
）

 

①
 
自
主
規
制
等
の
活
動
を
行
う

に
際

し
て
は
，
構
成

事
業

者
等
か

ら
の

十
分
な
意
見
聴

取
等
を
行
う

。
 

②
 
特
定
の
事
業
者
に
対
し
て
差

別
的

な
内
容
の
自
主

規
制

等
を
行

わ
な

い
。
 

③
 
自
主
規
制
等
の
利
用
・
遵
守

に
つ

い
て
は
，
構
成

事
業

者
の
任

意
の

判
断
と
し
，
強

制
し
な
い
。
 

④
 

自
主

規
制

等
の
内

容
は
消

費
者

の
安

全
の

確
保

，
環
境

問
題
へ

の
対

処
な
ど

真
に
公

益
に
関

す
る

も
の
に

限

定
し

て
い
る
。
 

⑤
 
自
主
規
制
等
の
内
容
は
，
顧

客
・

需
要
者
の
利
益

に
か

な
う
も

の
に

限
定
し
て
い
る

。
 

⑥
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
 

 

問
１

３
－

５
 

問
１
３
で
選
択
肢
①
か
ら
③
の
い

ず
れ

か
を
選
択
し
た

方
に

お
伺
い

し
ま

す
。
貴
団
体
は
，
自

主
認
証
・
認
定
等
（
自

主
規
制
等

に
適

合
す
る
こ
と
の
認

証
・
認
定
等

を
行
い
，
認
証
・
認

定
等
し
た
場
合

に
事
業

者
に
そ
れ
を
証
す

る
表
示

を
行
わ
せ

る
等

の
活
動
）
を
行
っ

て
い
ま
す
か
。

一
つ

だ
け
お

選
び

く
だ
さ
い
。

 

①
 
行
っ
て
い
る
。
 

②
 
行
っ
て
い
な
い
。〔

→
問
１
３

－
９
へ
〕

 

 問
１

３
－

６
 

問
１
３
－
５
で
選
択
肢
①
を
選
択

し
た

方
に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴
団

体
は

，
自
主
認
証
・

認
定
等
を
行

う
に

際
し
，

独
占
禁
止

法
上

問
題
が
な
い
か
，
事

前
に

公
正
取
引
委
員
会
や

法
律
事
務
所
等
に
相

談
し

て
い
ま

す
か
。
一
つ
だ
け
お

選
び
く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

①
 
相
談
し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

②
 
相
談
し
て

い
な

い
。
 

 問
１

３
－

７
 

貴
団
体
は
，
自
主
認
証
・
認
定
等

の
活

動
に
関
す
る
ル

ー
ル

を
定
め

て
い

ま
す
か
。
一
つ

だ
け
お
選
び

く
だ

さ
い
。 

①
 
定
め
て
い
る
。

 

②
 
定
め
て
い
な
い
。〔

→
問
１
３

－
９
へ
〕
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 問
１

３
－

８
 

問
１
３
－
７
で
選
択

肢
①
を
選
択

し
た

方
に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴
団

体
が

定
め
て
い
る
ル

ー
ル
の
内
容

に
つ

い
て
，

以
下
の
選

択
肢

か
ら
お
選
び
く
だ

さ
い
。（

複
数

選
択
可
）

 

①
 
自
主
認
証
・
認

定
等
の
活
動

を
行

う
に
際
し
て
は

，
構

成
事
業

者
等

か
ら
の
十
分
な

意
見
聴
取
等

を
行

う
。
 

②
 
自
主
認
証
・
認

定
等
の
利
用

に
つ

い
て
は
，
構
成

事
業

者
の
任

意
の

判
断
と
し
，
強

制
し
な
い
。
 

③
 
特
定
の
事
業
者

に
よ
る
自
主

認
証

・
認
定
等
の
利

用
を

正
当
な

理
由

な
く
制
限
し
な

い
。
 

④
 
自
主
認
証
・
認
定
等
の
内
容

は
消
費
者
の
安

全
の

確
保
，
環
境
問
題
へ

の
対

処
な
ど

真
に
公

益
に

関
す
る
も
の

に
限

定
し
て
い
る
 

⑤
 
自
主
認
証
・
認

定
等
の
内
容

は
，

顧
客
・
需
要
者

の
利

益
に
か

な
う

も
の
に
限
定
し

て
い
る
。
 

⑥
 
そ
の
他
（
具
体

的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
 

 問
１

３
－

９
 

貴
団
体
の
自
主
規
制

等
，
自
主
認

証
・
認
定
等
の
活

動
に
関

す
る
ル
ー
ル

の
整

備
に
関
し
て
，
そ
の
取
組

状
況

を
具

体
的
に
記

載
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た

，
自

主
規
制
等
，
自
主
認
証
・
認

定
等

の
活
動
に
関
す

る
ル
ー
ル
を
定
め

て
い
る

こ
と
や
そ

の
内

容
を
工
夫
し
た
こ

と
に
よ
り
，
独
占
禁
止

法
コ

ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス
上
良
い
影

響
・
結
果
が
生
じ
た
事
例
，

逆
に
，
ル
ー

ル
を
定
め
て
い
な
か

っ
た
こ
と
や
そ

の
内

容
が
不
十
分

で
あ

っ
た
こ
と
に
よ

り
，
悪
い

影
響
・
結

果
が
生

じ
た
事
例
（
そ
う
し
た

経
験
を

踏
ま
え
て
何

ら
か

の
取
組
や
見

直
し
を
行
っ
た
場
合

は
，
そ
の
内
容
も
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。）

が
あ
れ
ば
，
具

体
的
に

記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組

に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 
自
主

規
制

等
の
利
用
・
遵

守
に
つ
い
て
は
，
会
員

の
任
意

の
判

断
と
し
，
こ
れ

を
強

制
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う

注
意

し
て
い
る
。
 

○
 
特
定

の
事

業
者
に
よ
る
自

主
認
証
・
認
定
等
の
利

用
を

正
当
な

理
由

な
く
制
限
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う

注
意
し

て
い

る
。
 

 問
１

４
 

経
営
指
導
 

貴
団
体
は
，
経
営
指
導
（
構
成
事

業
者
の
経
営

上
の

知
識
等
に
係

る
相
対
的
な
不
足
を

補
う
た
め
経

営
上

の
指
導
を

行
う
活
動
）
を
行
っ
て
い
ま
す
か
（
第
三
者
機

関
に

委
託
し

て
い
る

場
合

も
含
み
ま
す
。）
。
一
つ
だ
け
お
選

び
く

だ
さ

い
。

 

①
 
行
っ
て
い
る
。

 

 
②
 
行

っ
て

い
な
い
。〔

→
問
１

５
へ
〕
 

 

問
１

４
－

２
 

問
１
４
で
選
択
肢
①

を
選
択
し
た

方
に

お
伺
い
し
ま
す
。
貴

団
体
は
，
経
営
指
導
を
行
う
に

際
し
，
独
占

禁
止

法
上

問
題
が
な

い
か
，
事
前

に
公
正
取
引

委
員

会
や
法
律
事
務

所
等

に
相
談

し
て

い
ま
す
か
。
一
つ
だ

け
お
選
び
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

①
 
相
談
し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

②
 
相
談
し
て

い
な

い
。
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 問
１

４
－

３
 

貴
団
体
は

，
経

営
指
導
に
関
す

る
ル
ー
ル
を

定
め

て
い
ま
す
か

。
一
つ
だ
け
お
選
び

く
だ

さ
い
。
 

①
 
定
め
て
い
る
。

 

②
 
定
め
て
い
な
い
。〔

→
問
１
４

－
５
へ
〕

 

 問
１

４
－

４
 

問
１
４
－
３
で
選
択
肢
①
を
選
択

し
た

方
に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴
団

体
が

定
め
て
い
る
ル

ー
ル
の
内
容

に
つ

い
て
，

以
下
の
選

択
肢

か
ら
お
選
び
く
だ

さ
い
。（

複
数

選
択
可
）

 

①
 
経
営
指
導
の
内
容
に
つ
い
て

禁
止

事
項
を
定
め
て

い
る

。
 

②
 

経
営

指
導

で
得
た

構
成
事

業
者

の
営

業
上

の
秘

密
に
係

る
情
報

を
他

の
構
成

事
業
者

に
伝
え

る
こ

と
を
禁

止

し
て

い
る

。
 

③
 
構
成
事
業
者
の
求
め
に
応
じ

て
行

う
こ
と
と
し
，

強
制

し
な
い

。
 

④
 

構
成

事
業

者
が
供

給
す
る

商
品

又
は

役
務

の
価

格
等
の

重
要
な

競
争

手
段
に

関
し
て

は
，
目

安
を

与
え
る

よ

う
な

指
導

は
行
わ
な
い
。
 

⑤
 
経
営
に
関
す
る
一
般
的
な
知

識
の

普
及
及
び
技
能

の
訓

練
に
内

容
を

限
定
し
て
い
る

。
 

⑥
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
 

 問
１

４
－

５
 

貴
団
体
の
経
営
指
導
に
関
す
る
ル

ー
ル

の
整
備
に
関
し

て
，
そ
の

取
組
状
況
を
具

体
的
に

記
載
し
て
く

だ
さ

い
。
ま

た
，
経

営
指
導
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
定
め
て

い
る

こ
と
や
そ
の

内
容
を
工
夫
し
た
こ

と
に

よ
り
，
独
占
禁
止
法
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン

ス
上

良
い
影
響
・
結
果

が
生
じ
た
事
例
，
逆
に
，
ル

ー
ル
を

定
め

て
い
な
か
っ
た

こ
と
や
そ
の
内
容

が
不
十

分
で
あ
っ

た
こ

と
に
よ
り
，
悪
い

影
響
・
結
果

が
生

じ
た
事

例
（

そ
う

し
た
経
験
を
踏
ま
え

て
何
ら
か
の
取

組
や

見
直

し
を
行
っ

た
場

合
は
，
そ
の
内
容

も
記
載
し
て
く

だ
さ

い
。）

が
あ
れ

ば
，
具
体
的
に

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組
に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 

価
格

や
生

産
数

量
に

関
す

る
経

営
指

導
は

行
わ

な
い

こ
と

な
ど

を
あ

ら
か

じ
め

ル
ー

ル
化

し
て

い
る

こ
と

自

体
が

，
役
職
員
及
び
会
員

が
独
占
禁
止

法
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
を
意
識
す

る
よ

い
き
っ
か
け

と
な
っ
て
い
る

。
 

 問
１

５
 

共
同
事
業
 

貴
団
体
は
，
共
同
事
業
（
構
成
事

業
者
の
共
同
に

よ
る

事
業
活
動
の

性
格
を
持
つ
事
業
。
例

え
ば
，
共
同
の
広
報
宣

伝
活
動
や

福
利

厚
生
活
動
，
施
設
・
設
備

の
共
有
，
共
同
研
究

開
発
，
共
同
購
入
，
共
同
販

売
，
共

同
輸

送
等
）
を
行

っ
て
い
ま

す
か

。（
複
数

選
択
可

）
 

①
 
行
っ
て
い
な
い
。〔

→
問
１
６

へ
〕
 

②
 
中
小
企
業
者
に
よ
る
法
律
に

基
づ

く
協
同
組
合
と

し
て

共
同
経

済
事

業
を
行
っ
て
い

る
。

 

③
 

当
該

産
業

全
体
へ

の
理
解

増
進

の
た

め
の

広
報

宣
伝
活

動
，
福

利
厚

生
活
動

等
に
関

す
る
共

同
事

業
を
行

っ

て
い

る
。

 

④
 
顧
客
の
利
便
等
の
た
め
の
共

同
駐

車
場
や
共
同
展

示
施

設
の
設

置
等

施
設
・
設
備
の

共
有
を
行
っ

て
い

る
。

 

⑤
 
共
同
し
て
新
製
品
の
研
究
開

発
を

行
っ
て
い
る
。

 

⑥
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
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 問
１

５
－

２
 

問
１
５
で
選
択
肢
②

か
ら
⑥
の
い

ず
れ

か
を
選
択
し
た

方
に

お
伺
い

し
ま

す
。
貴

団
体
は

，
共

同
事
業
を
行
う
に
際

し
，
独

占
禁
止
法
上
問

題
が
な

い
か
公
正
取

引
委

員
会
や
法
律

事
務
所
等
に
相
談
し

て
い

ま
す
か
。
一
つ
だ
け
お
選
び

く
だ
さ
い

。
 

 
 

 
 

①
 
相
談
し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

②
 
相
談
し
て

い
な

い
。
 

 問
１

５
－

３
 

貴
団
体
は

，
共

同
事
業
に
関
す

る
ル
ー
ル
を

定
め

て
い
ま
す
か

。
一
つ
だ
け
お
選
び

く
だ

さ
い
。
 

①
 
定
め
て
い
る
。

 

②
 
定
め
て
い
な
い

。〔
→
問
１
５

－
５
へ
〕

 

 問
１

５
－

４
 

問
１
５
－
３
で
選
択

肢
①
を
選
択

し
た

方
に
お
伺
い
し

ま
す

。
貴
団

体
が

定
め
て
い
る
ル

ー
ル
の
内
容

に
つ

い
て
，

以
下
の
選

択
肢

か
ら
お
選
び
く
だ

さ
い
。（

複
数

選
択
可
）

 

①
 

市
場

に
お

け
る
競

争
に
対

す
る

影
響

が
乏

し
い

性
格
の

共
同
事

業
（

当
該
産

業
全
体

へ
の
理

解
増

進
の
た

め

の
広

報
宣

伝
活
動
，
福
利
厚
生

活
動
等
）
に

限
定

し
て
い
る
。
 

②
 
構
成
事
業
者
に

共
同
事
業
の

参
加

又
は
利
用
を
強

制
し

な
い
。
 

③
 

共
同

事
業

に
参
加

す
る
又

は
利

用
す

る
構

成
事

業
者
と

参
加
し

な
い

又
は
利

用
し
な

い
構
成

事
業

者
と
の

間

で
差

別
的
な
取
扱
い

を
し

な
い
。
 

④
 
共
同
駐
車
場
や

共
同
展
示
施

設
の

設
置
等
顧
客
・

需
要

者
の
利

便
に

か
な
う
も
の
に

限
定
し
て
い

る
。
 

⑤
 

共
同

事
業

を
通
じ

て
，
共

同
事

業
と

は
関

係
な

い
構
成

事
業
者

の
営

業
上
の

秘
密
に

係
る
情

報
が

交
換
さ

れ

る
こ

と
を
禁
止
し
て

い
る

。
 

⑥
 
そ
の
他
（
具
体

的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）
 

 問
１

５
－

５
 

貴
団
体
の
共
同
事
業

に
関
す
る
ル

ー
ル

の
整
備
に
関
し

て
，
そ
の

取
組
状
況
を
具

体
的
に

記
載
し
て
く

だ
さ

い
。
ま

た
，
共

同
事
業
に
関
す

る
ル
ー

ル
を
定
め
て

い
る

こ
と
や
そ
の

内
容
を
工
夫
し
た
こ

と
に

よ
り
，
独
占
禁
止
法
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン

ス
上

良
い
影
響
・
結
果

が
生
じ
た
事
例
，
逆
に
，
ル

ー
ル
を

定
め

て
い
な
か
っ
た

こ
と
や
そ
の
内
容

が
不
十

分
で
あ
っ

た
こ

と
に
よ
り
，
悪
い

影
響
・
結
果

が
生

じ
た
事

例
（

そ
う

し
た
経
験
を
踏
ま
え

て
何
ら
か
の
取

組
や

見
直

し
を
行
っ

た
場

合
は
，
そ
の
内
容

も
記
載
し
て
く

だ
さ

い
。）

が
あ
れ

ば
，
具
体
的
に

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組

に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 
資
材

の
共

同
購
入
事
業
の

利
用
に
つ
い
て
，
強
制

は
し

て
い
な

か
っ

た
も
の
の
明
文
化

し
て
い
な
か
っ

た
こ
と

か
ら

，
ほ
と

ん
ど

の
会

員
は
共

同
購
入
事

業
を

利
用

し
て
い

た
が
，
利

用
が

任
意

で
あ
る

こ
と
を
明

文
化

し
た
こ

と
に

よ
り
，

自
ら

資
材

を
仕
入

れ
る
会
員

が
増

え
，

結
果
と

し
て
，
会

員
の

取
引

先
選
択

の
幅
が
広

が
る

こ
と
と

な
っ

た
。
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 構
成
事

業
者

向
け
独

占
禁

止
法

コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

関
す

る
支
援

の
取

組
 

 問
１

６
 

構
成
事
業
者
向

け
独

占
禁
止
法
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

・
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
策

定
支
援
 

貴
団
体
は
，
貴
団

体
の
構
成
事
業

者
に

対
し
て
，
独

占
禁
止

法
コ
ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス
・
マ
ニ

ュ
ア

ル
の
策
定
を
支

援

し
て
い
ま

す
か

。（
複
数

選
択
可

）
 

①
 
支
援
し
て
い
な
い
。
 

②
 
団
体
と
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

モ
デ

ル
案
を
策
定
し

，
構

成
事
業

者
に

提
示
し
て
い
る

。
 

③
 
構
成
事
業
者
か
ら
の
マ
ニ
ュ

ア
ル

策
定
に
係
る
相

談
に

個
別
に

対
応

し
て
い
る
。
 

④
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）

 

 問
１

６
－

２
 

貴
団
体
の
構
成
事
業
者
向
け
独
占

禁
止

法
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

策
定
支

援
に
関
し
て
，
そ
の
取
組

状
況
を
具

体
的

に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た

，
構

成
事

業
者
向
け
独

占
禁

止
法
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
・
マ

ニ
ュ
ア
ル

の
策

定
支

援
を

実
施
し

て
い
る

こ
と
や

そ
の

内
容

を
工
夫

し
た

こ
と

に
よ

り
，

独
占
禁

止
法

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
上

良
い
影
響
・
結
果
が
生
じ
た
事
例
，
逆
に
，
構
成
事
業
者

向
け

マ
ニ
ュ

ア
ル

の
策
定
支
援
を

実
施
し
て
い
な
か

っ
た
こ

と
や
そ
の

内
容

が
不
十
分
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
り
，
悪
い
影
響
・
結
果
が
生
じ
た

事
例
（
そ

う
し
た
経
験
を
踏

ま
え
て

何
ら
か
の

取
組

や
見
直
し
を
行
っ

た
場
合
は
，
そ

の
内

容
も
記

載
し

て
く
だ
さ
い

。）
が
あ

れ
ば
，
具
体
的
に

記
載
し

て
く
だ
さ

い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組
に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 
以
前

は
，
独
占
禁
止
法
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ

ニ
ュ
ア

ル
を

策
定
し
て
い
る

会
員

は
皆
無

で
あ

っ
た
が
，
平

成
△

△
年
に

発
生

し
た

会
員
に

よ
る
独
占

禁
止

法
違

反
事
件

の
発
生
を

受
け

て
，

団
体
と

し
て
マ
ニ

ュ
ア

ル
策
定

に
関

す
る
会

員
か

ら
の

相
談
に

対
応
す
る

体
制

を
構

築
し
た

。
こ
の
結

果
，

平
成

２
７
年

４
月
末
時

点
で

会
員
の

約
７

割
が
独

占
禁

止
法

コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン

ス
・

マ
ニ

ュ
ア
ル

を
策
定
す

る
に

至
っ

た
。
今

後
も
，
会

員
の

独
占
禁

止
法

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

・
マ
ニ

ュ
ア

ル
の
策
定
に
関

す
る

支
援
を

継
続

し
て
い
く
。
 

 

 問
１

７
 

構
成
事
業
者
向

け
独

占
禁
止
法
研

修
の
実
施
 

貴
団
体
は
，
貴
団
体
の
構
成
事
業

者
に

対
し
て
，
独
占

禁
止

法
に
関

す
る

研
修
を
実
施
し

て
い
ま
す
か

。（
複
数
選

択
可
）

 

①
 
実
施
し
て
い
な
い
。
 

②
 
外
部
組
織
（
法
律
事
務
所
，

企
業

研
修
会
社
等
）

が
主

催
す
る

研
修

に
構
成
事
業
者

を
参
加
さ
せ

て
い

る
。
 

③
 
貴
団
体
が
主
催
す
る
構
成
事

業
者

向
け
研
修
（
④

を
除

き
ま
す

。）
を
実
施
し

て
い
る

。
 

④
 
ｅ
－
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
構

成
事

業
者
向
け
研
修

を
実

施
し
て

い
る

。
 

⑤
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）

 

 

問
１

７
－

２
 

貴
団
体
の
構
成
事
業
者
向
け
研
修

の
実

施
に
関
し
て
，

そ
の

取
組
状

況
を

具
体
的
に
記
載

し
て
く
だ
さ

い
。

ま
た
，

構
成

事
業

者
向

け
研
修

を
実
施

し
て
い

る
こ

と
や

そ
の
内

容
を

工
夫

し
た

こ
と

に
よ
り

，
独

占
禁

止
法

コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス
上

良
い

影
響
・
結
果
が
生

じ
た
事
例
，
逆
に

，
構

成
事

業
者
向

け
研

修
を
実
施
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と

や
そ
の

内
容
が
不

十
分

で
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
，
悪
い

影
響
・
結

果
が
生
じ
た

事
例
（
そ
う

し
た
経

験
を
踏
ま
え
て
何

ら
か
の

取
組
や
見

直
し

を
行
っ
た
場
合
は

，
そ
の
内
容
も

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。）

が
あ
れ
ば
，
具

体
的
に
記
載
し
て

く
だ
さ

47
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い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組

に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 

以
前
は
，
独

占
禁
止
法
の
存

在
す

ら
認
識
し
て
い

な
い

会
員
も

い
た

が
，
団
体
に
お
い

て
，
毎

年
，
独
占

禁
止

法
研
修
会

を
開

催
し
，
会
員
に
受

講
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
会
員

の
独

占
禁
止
法
に

対
す

る
理
解
度
の
向

上
に
つ
な

が
っ

た
こ
と
が
，
現

在
ま
で
違
反

事
件

の
発
生
を
防

い
で
い
る
要
因

で
あ

る
と
考
え
て

い
る

。
 

○
 

会
員
が
独
占
禁

止
法

上
問
題

と
な

る
行
為
を
理
解

し
て

い
な
か

っ
た

上
，
独
自
に
独
占

禁
止
法
研
修
を

実
施
す

る
ノ
ウ
ハ

ウ
が

な
か
っ
た
と
こ

ろ
，
団
体
と

し
て

も
会
員
向
け

独
占

禁
止
法
研
修
を

実
施

し
て
い

な
か

っ
た
こ
と

か
ら
，
会

員
に

よ
る
独
占
禁
止

法
違
反
事
件

の
発

生
を
未
然
に

防
止
す
る
こ
と

が
で

き
な
か
っ
た

。
 

 問
１

８
 

構
成
事
業
者
向

け
法

務
相
談
体
制

の
整
備
 

貴
団
体
は
，
貴
団
体
の
構
成
事
業

者
が
利
用
で
き

る
法

務
相
談
窓
口
（
構
成

事
業

者
が
行

う
業
務

に
つ

い
て
独
占
禁

止
法
に
抵

触
す

る
か
否
か
疑
問
や

不
安
を
感
じ
た

場
合

，
相
談

を
受

け
付
け
る
窓
口

）
を

設
け
て

い
ま

す
か
。
（
複
数

選
択
可
）

 

①
 
設
け
て
い
な
い

。
 

②
 
貴
団
体
の
法
務

・
コ
ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス
部
署
が
構

成
事

業
者
か

ら
の

相
談
を
受
け
付

け
て
い
る
。

 

③
 
構
成
事
業
者
か

ら
の
相
談
窓

口
を

外
部
組
織
（
法

律
事

務
所
等

）
に

委
託
し
て
い
る

。
 

④
 
そ
の
他
（
具
体

的
に
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
）

 

 問
１

８
－

２
 

貴
団

体
の

構
成

事
業
者

向
け
法

務
相

談
体

制
の

整
備

に
関
し

て
，
そ

の
取

組
状
況

を
具
体

的
に
記

載
し

て
く
だ

さ

い
。
ま

た
，
構
成

事
業

者
向
け
法
務

相
談
体
制
を
整

備
し

て
い
る
こ
と

や
そ

の
内
容
を
工
夫

し
た
こ
と
に

よ
り
，
独
占

禁
止
法
コ

ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
上
良

い
影
響
・
結

果
が
生
じ
た
事
例
，
逆
に
，
構
成
事
業
者
向

け
法
務
相
談
体
制

を
整
備

し
て
い
な

か
っ

た
こ
と
や
そ
の
内

容
が
不
十
分
で

あ
っ

た
こ
と

に
よ

り
，
悪
い
影

響
・
結
果

が
生
じ
た
事

例
（
そ
う
し

た
経
験
を

踏
ま

え
て
何
ら
か
の
取

組
や
見
直
し
を

行
っ

た
場
合

は
，
そ

の
内

容
も
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
）が

あ
れ
ば
，

具
体
的
に

記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

 

【
取

組
状
況
や
取
組

に
係

る
影
響

・
結

果
の
例
】
 

○
 
当
団

体
の

会
員
は
い
ず
れ

も
中
小
企
業
で
あ

り
，
各
会

員
が
独

自
に

法
務
相
談
体
制
を

構
築
す
る
こ
と

は
金
銭

的
に

も
困
難

な
面

が
あ

る
こ
と

か
ら
，
独

占
禁

止
法

を
含
め

た
各
法
令

に
関

す
る

法
務
相

談
窓
口
を

団
体

と
し
て

外
部

に
委
託
し
，
全

て
の

会
員
が

利
用

で
き
る
よ
う
に

し
て

い
る
。
 

 問
１

９
 

独
占
禁
止
法
コ

ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス

に
関
す
る
構
成
事

業
者
向
け
支
援

の
取

組
 

貴
団
体
が
，
前
記
の

コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
・
マ
ニ
ュ
ア

ル
の

策
定
支

援
（

問
１
６

），
研
修
の

実
施
（
問
１
７
）
及

び
法
務
相

談
体

制
の
整
備
（
問
１

８
）
以
外
に

，
独
占
禁

止
法

コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
に
関
す

る
構
成
事
業
者
向

け
支
援

の
取
組
を

行
っ

て
い
る
場
合
，
支

援
し
て
い
る
理

由
や

支
援
内

容
等

に
つ
い
て
，
具

体
的

に
記
載

し
て

く
だ
さ
い
。

 

【
記

入
例
】
 

○
 
当
団

体
と

関
連
す
る
業
界

に
お
い
て
独
占
禁

止
法
違
反
事

件
が

発
生
し
た
場
合

，
事
件

の
概
要
等
を
会

員
向
け

に
発

行
し
て
い
る
会

報
に

掲
載
す

る
な

ど
し
，
会
員
へ

の
注

意
喚
起

を
図

っ
て
い
る
。

 

   

20
 

 独
占
禁

止
法

コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
を
推

進
す

る
意

義
・

課
題

 

 問
２

０
 

独
占
禁
止
法
コ

ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス

を
推
進
す
る
意
義
 

貴
団
体
が
独
占
禁
止
法
コ
ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス
を
推
進
す

る
意

義
に
つ

い
て

，
具
体
的
に
記

載
し
て
く
だ

さ
い

。
 

【
記

入
例
】
 

○
 
団
体

の
活

動
に
参
加
す
る

こ
と
自
体
に
カ
ル

テ
ル
を
疑
わ

れ
る

リ
ス
ク
が
あ
る

と
考

え
て
い

る
。

こ
の
た
め
，

多
く

の
事
業

者
に

団
体

の
活
動

に
参
加
し

て
も

ら
う

た
め
に

は
，
団
体

と
し

て
の

コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン

ス
を

推
進
す

る
必

要
が
あ
る
も
の
と
考

え
て
い

る
。
 

 問
２

１
 

独
占
禁
止
法
コ

ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス

を
推
進
す
る
上
で

の
課
題
 

貴
団

体
が

独
占

禁
止
法

コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
を

推
進

す
る
上

で
感
じ

て
い

る
課
題

等
に
つ

い
て
，

具
体

的
に
記

載

し
て
く
だ

さ
い

。
 

【
記

入
例
】
 

○
 
当
団

体
の

役
員
は
基
本
的

に
会
員
か
ら
の
出

向
者
が
占
め

て
お

り
，
通
常
２
～
３
年
で

異
動
し
て
し
ま

う
こ
と

か
ら

，
独
占
禁
止
法
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン

ス
の
取
組
を
継

続
し

て
い
く

こ
と

が
課
題
だ
と
考

え
て
い
る
。
 

○
 
独
占

禁
止

法
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ

ア
ル

を
策
定

し
た

も
の
の
，
会
員

が
多

い
こ
と

か
ら

，
こ
れ
を
周

知
徹

底
さ
せ
る
こ
と
が
難

し
い
。

 
 

  

以
上

で
ア

ン
ケ

ー
ト

は
終

了
で
す

。
御

協
力

あ
り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
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